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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
四
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 

平
成
三
十
年
六
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

                         



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県税務システム機能保守等業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県総務部税務課税務システム担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 15

番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成30年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  日本電気株式会社 東京都港区芝５丁目７番１号 

５ 契約金額 

  52,633,800 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１

項第２号に該当 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
五
号 

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
事

務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。 

平
成
三
十
年
六
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

株
式
会
社
ケ
イ
ド
リ
ー
ム
ス 

東
京
都
品
川
区
北
品
川
一
丁
目
二
十
番
九
号 

二 

委
託
契
約
締
結
日 

平
成
三
十
年
四
月
二
日 

三 

委
託
期
間 

平
成
三
十
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
六
号 

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
事

務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。 

平
成
三
十
年
六
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

株
式
会
社
チ
ャ
リ
・
ロ
ト 

東
京
都
品
川
区
東
五
反
田
二
丁
目
十
四
番
十
八
号 

二 

委
託
契
約
締
結
日 

平
成
三
十
年
四
月
二
日 

三 

委
託
期
間 

平
成
三
十
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
七
号 

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
事

務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。 

平
成
三
十
年
六
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

オ
ッ
ズ
・
パ
ー
ク
株
式
会
社 

東
京
都
港
区
東
新
橋
一
丁
目
九
番
二
号 

二 

委
託
契
約
締
結
日 

平
成
三
十
年
四
月
二
日 

三 

委
託
期
間 

平
成
三
十
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
八
号 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
収
納
事
務
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
期
間
委
託
し
た
。 

 
 

平
成
三
十
年
六
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第

百
二
十
九
号
）
第
十
三
条
（
同

法
第
三
十
一
条
の
六
及
び
第
三

十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
貸

付
金
に
係
る
未
収
金
の
徴
収
事

務 委

託

事

務 

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
十
六
番

二
十
号 

ニ
ッ
テ
レ
債
権
回
収
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

小
林 

英
利 

 

受

託

者

の

住

所

、

名

称 

及

び

代

表

者

氏

名 

平
成
三
十
年
四

月
一
日
か
ら
平

成
三
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま

で 委

託

期

間 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
九
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
三
十
年
六
月
五
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
北
本
中
央
商
業
施
設
計
画 

 
 

 

埼
玉
県
北
本
市
中
央
四
丁
目
六
十
三
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 

⑴ 

横
断
歩
道
の
撤
去
・
出
入
口
部
の
開
口
部
に
つ
い
て 

 
 

 

市
道
六
千
六
十
五
号
線
に
つ
い
て
、
計
画
概
要
書
図
三
の
「
歩
行
者
南
側
出
入
口
一
」
、

「
歩
行
者
南
側
出
入
口
二
」
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
で
縁
石
を
切
り
下
げ
開
口
部
を
設
け
る
計

画
で
協
議
を
し
て
い
た
が
、
「
歩
行
者
南
側
出
入
口
一
」
に
つ
い
て
は
既
存
の
開
口
部
の

ま
ま
使
う
こ
と
と
な
り
、
「
歩
行
者
南
側
出
入
口
二
」
に
つ
い
て
は
当
初
の
計
画
よ
り
も

開
口
部
を
狭
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、
上
記
の
内
容
を
反
映
し
た
道
路
工
事
施
工
承

認
書
を
、
平
成
三
十
年
四
月
二
十
四
日
付
で
発
行
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
承
認
書
通
り
の

工
事
施
工
を
行
う
こ
と
。 

 

 

⑵ 

通
学
路
の
安
全
確
保
等
に
つ
い
て 

 
 

㈠ 

建
設
場
所
南
側
の
道
路
は
西
小
学
校
と
北
本
中
学
校
の
児
童
生
徒
の
通
学
路
と
な
っ

て
い
る
。
建
設
中
及
び
開
店
後
に
つ
い
て
も
、
十
分
に
児
童
生
徒
の
安
全
を
心
掛
け
る

こ
と
。 

 
 

㈡ 

店
舗
南
側
に
二
本
あ
っ
た
横
断
歩
道
を
一
本
化
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
設
置

場
所
に
つ
い
て
、
通
学
路
の
み
な
ら
ず
児
童
生
徒
の
生
活
道
路
と
し
て
の
観
点
も
も
ち

な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
。 

 

⑶ 

地
域
商
工
業
の
振
興
に
つ
い
て 

 
 

 

周
辺
商
店
等
と
の
連
携
、
協
調
を
図
る
た
め
、
北
本
市
商
工
会
へ
の
加
盟
を
検
討
す
る

こ
と
。 

 

⑷ 

地
域
観
光
の
振
興
に
つ
い
て 

 
 

 

観
光
振
興
事
業
と
の
連
携
、
協
調
を
図
る
た
め
、
北
本
市
観
光
協
会
へ
の
加
盟
を
検
討

す
る
こ
と
。 

 

二 

縦
覧
期
間 



 
 

平
成
三
十
年
六
月
五
日
か
ら
平
成
三
十
年
七
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

上
用
水
堰
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及

び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
三
十
年
六
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

就
任 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

理 

事 

岩 

崎 
 

 

勝 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
下
青
鳥
百
四
十
二
番
地 

 

同 
 

 

岡 

村 

和 

秀 
 

同 
 

同 
 

 

同 

上
野
本
千
二
百
四
十
四
番
地 

 

同 
 

 

岸 

澤 
 

 

寛 
 

同 
 

同 
 

 

同 

上
野
本
二
千
二
百
七
十
三
番
地
二 

 

同 
 

 

本 

郷 
 

 

清 
 

同 
 

同 
 

 
同 

袋
百
九
十
二
番
地
一 

 

同 
 

 

屋 

代 

孝 

則 
 

同 
 

同 
 

 

同 
下
野
本
六
百
九
十
三
番
地 

 

同 
 

 

德 

江 

耕 

一 
 

同 
 

同 
 

 

同 
上
野
本
五
十
四
番
地
四 

 

同 
 

 

大 

塚 

春 

夫 
 

同 
 

同 
 

 

同 

上
野
本
百
六
十
九
番
地 

 

同 
 

 

椎 

名 

正 

和 
 

同 
 

同 
 

 

同 

下
青
鳥
七
百
五
十
二
番
地
三 

 

同 
 

 

鈴 

木 
 

 

登 
 

同 
 

同 
 

 

同 

上
野
本
八
百
七
十
九
番
地 

 

同 
 

 

吉 

川 

博 

英 
 

同 
 

同 
 

 

同 

上
野
本
五
百
四
十
六
番
地 

 

監 

事 

関 

根 

文 

男 
 

同 
 

同 
 

 

同 

上
野
本
千
四
百
十
二
番
地 

 

同 
 

 

島 

田 
 

 

清 
 

同 
 

同 
 

 

同 

下
青
鳥
六
十
二
番
地 

 

同 
 

 

田 

村 

登
志
夫 

 

同 
 

同 
 

 

同 

上
野
本
千
百
五
十
三
番
地
二 

二 

退
任 

 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

理 

事 

大 

塚 
 

 

宏 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
下
青
鳥
七
百
九
十
五
番
地 

 

同 
 

 

渡 

邉 

達 

男 
 

同 
 

同 
 

 

同 

上
野
本
千
七
百
三
十
三
番
地 

 

同 
 

 

原 
 

 

幸 

治 
 

同 
 

同 
 

 

同 

上
野
本
二
十
五
番
地 

 

同 
 

 

金
井
塚 

永 

一 
 

同 
 

同 
 

 

同 

下
青
鳥
百
十
一
番
地
一 

 

同 
 

 

屋 

代 

一 

夫 
 

同 
 

同 
 

 

同 

下
野
本
六
百
七
十
八
番
地 

 

同 
 

 

野 

澤 

久 

雄 
 

同 
 

同 
 

 

同 

上
野
本
六
百
六
十
五
番
地 

 

同 
 

 

野 

口 

清 

二 
 

同 
 

同 
 

 

同 

袋
二
百
二
十
八
番
地
一 

 

同 
 

 
 

川 

博 
 

 

同 
 

同 
 

 

同 

上
野
本
五
百
四
十
六
番
地 

 

同 
 

 

岸 

澤 
 

 

輝 
 

同 
 

同 
 

 

同 

上
野
本
千
二
百
七
十
七
番
地 

 

同 
 

 

大 

塚 
 

 

汎 
 

同 
 

同 
 

 

同 

上
野
本
四
百
九
十
三
番
地 



 

監 

事 

岩 

崎 
 

 

勝 
 

同 
 

同 
 

 

同 

下
青
鳥
百
四
十
二
番
地 

 

同 
 

 

岸 

澤 
 

 

寛 
 

同 
 

同 
 

 

同 

上
野
本
二
千
二
百
七
十
三
番
地
二 

 
同 

 
 

野 

村 

孝 

行 
 

同 
 

同 
 

 

若
松
町
一
丁
目
十
七
番
地
十
六 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
一
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

大
岡
第
一
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及

び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
三
十
年
六
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

就
任 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

理
事 

 

藤 

野 

一 

男 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
大
谷
三
千
四
百
六
十
二
番
地 

 

同 
 

 

榎 

本 

武 

保 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
三
百
四
十
八
番
地 

 

同 
 

 

横 

川 

和 

男 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
二
千
四
百
三
十
二
番
地 

 

同 
 

 

勝 

田 

健 

次 
 

同 
 

同 
 

 
同 

大
谷
六
千
六
十
九
番
地 

 

同 
 

 

小 

山 

貞 

雄 
 

同 
 

同 
 

 

同 
大
谷
七
百
二
十
七
番
地 

 

同 
 

 

大 

木 

幹 

雄 
 

同 
 

同 
 

 

同 
大
谷
千
七
百
五
十
五
番
地 

 

同 
 

 

加 

藤 

正
一
郎 

 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
三
千
三
百
八
十
七
番
地 

 

同 
 

 

松 

本 
 

 

勇 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
五
千
八
百
五
十
四
番
地 

 

同 
 

 

大 

木 

茂 

夫 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
千
七
百
七
十
番
地 

 

同 
 

 

森 

屋 
 

 

進 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
六
百
六
十
二
番
地
三 

 

同 
 

 

鷲 

巣 

照 

夫 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
三
千
三
十
一
番
地
一 

 

同 
 

 

島 

山 

廣 

治 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
二
千
六
百
三
十
五
番
地 

 

同 
 

 

安 

藤 
 

 

久 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
四
千
四
十
二
番
地 

 

監
事 

 

新 

井 

徳 

三 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
二
千
四
百
二
十
一
番
地 

 

同 
 

 

藤 

野 

健 

次 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
三
千
三
百
九
番
地 

 

同 
 

 

鷲 

巣 

振 

作 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
二
千
八
百
三
十
二
番
地 

二 

退
任 

 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

理 

事 

藤 

野 

一 

男 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
大
谷
三
千
四
百
六
十
二
番
地 

 

同 
 

 

榎 

本 

武 

保 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
三
百
四
十
八
番
地 

 

同 
 

 

清 

水 

作 

二 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
二
千
百
二
十
四
番
地 

 

同 
 

 

森 

田 

茂 

吉 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
五
十
七
番
地 

 

同 
 

 

大 

木 

一 

男 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
三
千
八
百
八
十
二
番
地 

 

同 
 

 

石 

川 

敏 

彦 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
二
千
四
百
十
五
番
地 

 

同 
 

 

横 

川 

和 

男 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
二
千
四
百
三
十
二
番
地 



 

同 
 

 

勝 

田 

健 

次 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
六
千
六
十
九
番
地 

 

同 
 

 

小 

山 

貞 

雄 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
七
百
二
十
七
番
地 

 
同 

 
 

大 

木 

幹 

雄 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
千
七
百
五
十
五
番
地 

 

同 
 

 

鷲 

巣 

重 

次 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
三
千
三
十
五
番
地 

 

同 
 

 
加 

藤 

正
一
郎 

 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
三
千
三
百
八
十
七
番
地 

 

同 
 

 

松 
本 

 
 

勇 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
五
千
八
百
五
十
四
番
地 

 

監 

事 

藤 

野 
 

 

栄 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
三
千
三
百
七
十
二
番
地 

 

同 
 

 

新 

井 

徳 
三 

 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
二
千
四
百
二
十
一
番
地 

 

同 
 

 

森 

田 

長 

一 
 

同 
 

同 
 

 

同 

大
谷
二
千
九
百
五
十
三
番
地 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
二
号 

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

な
お
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日

ま
で
に
埼
玉
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

平
成
三
十
年
六
月
五
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要 

 
 

        

株
式
会
社
か
ぞ
農

業
公
社 

小
野
原 

正
雄 

小
野
原 

新
吉 

阿
部 

信
一 

齋
藤 

弘
昭 

山
崎 

秀
良 

氏
名
又
は
名
称 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者 

埼
玉
県
加
須
市
大
越

千
七
百
八
番
地
一 

埼
玉
県
加
須
市
道
目

千
五
百
七
十
二
番
地

二 埼
玉
県
加
須
市
道
目

千
五
百
六
十
五
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

三
百
九
十
一
番
地 

埼
玉
県
秩
父
市
大
畑

町
二
番
地
十
五 

埼
玉
県
熊
谷
市
上
新

田
百
七
十
九
番
地
一 

住 
 

 

所 

埼
玉
県
加
須
市
道
目

字
下
大
道
上
千
百
五

十
八
番
一
ほ
か
十
一

筆 埼
玉
県
加
須
市
道
目

字
中
大
道
下
千
三
番

一
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
道
目

字
中
大
道
下
千
八
十

六
番
一
ほ
か
五
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
城
附
五
百
九
十
二

番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
秩
父
市
下
吉

田
字
上
野
四
千
十
三

番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
熊
谷
市
小
江

川
字
天
王
原
二
千
十

五
番
五
ほ
か
五
筆 

所 
在 

地 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地 

八
、
九
三
一 

三
、
四
〇
一 

五
、
四
〇
九 

二
、
〇
三
〇 

一
、
五
五
一 

三
、
八
七
二 

面
積
（
平
方 

メ
ー
ト
ル
） 



 
 

           

島
田 

豊 

神
部 

豊 

ア
グ
リ
グ
リ
ー
ン

株
式
会
社 

浜
野 

邦
司 

奈
良 

建
次 

染
谷 

賢
藏 

篠
宮 

光
司 

齊
藤 

栄 

合
同
会
社
い
ろ
な 

合
同
会
社
小
川
農

園 株
式
会
社
た
が
や

農
産 

埼
玉
県
鴻
巣
市
滝
馬

室
千
五
十
四
番
地 

埼
玉
県
久
喜
市
菖
蒲

町
菖
蒲
九
百
六
十
一

番
地 

埼
玉
県
久
喜
市
菖
蒲

町
小
林
三
千
四
百
十

一
番
地
一 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

町
屋
八
百
十
一
番
地 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

三
田
ケ
谷
六
百
四
十

七
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
北
平

野
二
百
八
十
七
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
道
目

四
百
八
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
砂
原

八
百
番
地
二 

埼
玉
県
加
須
市
日
出

安
九
百
四
十
五
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
中
種

足
六
百
九
十
一
番
地

一 埼
玉
県
加
須
市
道
地

千
四
百
七
十
三
番
地

一 

埼
玉
県
久
喜
市
菖
蒲

町
小
林
字
谷
通
八
千

二
百
七
十
九
番
ほ
か

二
筆 

埼
玉
県
久
喜
市
菖
蒲

町
菖
蒲
字
陣
屋
三
千

八
百
三
十
七
番
ほ
か

一
筆 

埼
玉
県
久
喜
市
菖
蒲

町
小
林
字
後
沼
五
千

九
百
六
十
九
番
一 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

町
屋
字
本
村
四
百
十

九
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

三
田
ケ
谷
字
中
新
田

前
千
七
百
六
十
三
番

一 埼
玉
県
加
須
市
北
平

野
字
田
島
三
百
九
十

六
番
一 

埼
玉
県
加
須
市
道
目

字
上
大
道
下
九
百
三

十
五
番
一 

埼
玉
県
加
須
市
細
間

字
野
新
田
九
百
五
十

番
一
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
日
出

安
字
新
道
下
三
百
十

二
番
一
ほ
か
十
九
筆 

埼
玉
県
加
須
市
下
種

足
字
中
島
百
六
十
四

番
一
ほ
か
八
十
四
筆 

埼
玉
県
加
須
市
内
田

ケ
谷
字
新
堀
前
八
百

七
十
八
番 

一
、
六
七
八 

一
、
九
八
二 

二
、
二
二
六 

一
、
六
七
七 

一
、
六
〇
一 

九
四
七 

九
五
七 

二
、
四
四
〇 

一
五
、
六
七
〇 

一
四
一
、
三
五
四 

一
、
六
〇
三 



 
 

           

高
橋 

文
彦 

ひ
び
き
の
農
産
株

式
会
社 

根
岸 

秀
典 

田
村 

勝 

清
水 

和
彦 

木
村 

保 

逸
見 

義
一 

市
川 

和
男 

飯
野 

泰
司 

平
砂 
豪
宏 

農
業
生
産
法
人
株

式
会
社
彩
野
グ
リ

ー
ン
フ
ァ
ー
ム 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
千
六
百

八
十
番
地 

埼
玉
県
本
庄
市
早
稲

田
の
杜
一
丁
目
十
四

番
一
号 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
猪
俣
二
千
七

百
五
十
六
番
地 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
百
五
十

七
番
地
一 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
駒
衣
千
七
百

六
十
八
番
地 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉

町
入
浅
見
九
百
十
三

番
地
一 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
沼
上
五
百
九

番
地 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
駒
衣
五
百
三

十
三
番
地 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
千
七
百

十
九
番
地 

埼
玉
県
秩
父
郡
小
鹿

野
町
般
若
千
三
百
五

十
三
番
地
二 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字

笹
山
五
百
八
十
六
番

地
一 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
字
中
北

原
六
百
五
十
一
番
ほ

か
八
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
駒
衣
字
南
和

田
千
四
十
八
番
ほ
か

六
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
字
下
池

下
二
百
五
十
九
番 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
字
摩
訶

池
四
百
四
十
九
番
ほ

か
五
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
駒
衣
字
新
堀

八
百
九
十
八
番
一
ほ

か
二
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
古
郡
字
土
井

下
六
百
六
十
一
番
ほ

か
三
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
沼
上
字
下
四

条
島
九
百
九
十
九
番 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
駒
衣
字
南
和

田
千
四
十
八
番
ほ
か

二
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
字
摩
訶

池
四
百
八
十
九
番
ほ

か
三
筆 

埼
玉
県
秩
父
郡
小
鹿

野
町
般
若
字
久
保
千

五
百
四
十
二
番 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字

黒
浜
字
伊
豆
島
六
十

三
番
ほ
か
十
筆 

一
二
、
三
四
七 

一
〇
、
三
九
九 

四
〇
二 

一
九
、
六
四
五 

三
、
九
一
九 

五
、
七
五
二 

一
、
一
四
七 

四
、
六
四
七 

五
、
八
八
三 

二
、
八
八
五 

一
一
、
九
五
七 



二 

申
請
年
月
日

 

 
 

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
農
林
部
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
六
月
五
日
か
ら
平
成
三
十
年
六
月
十
九
日
ま
で 

五 

意
見
書
の
提
出
先 

 
 

埼
玉
県
農
林
部
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課 

  

株
式
会
社
ヤ
オ
コ

ー 町
田 

満
寿
穂 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田

本
町
一
番
地
五 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
二
千
三

百
七
十
六
番
地 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町
大
字
赤
浜
字
洞
尻

二
百
八
十
二
番
ほ
か

二
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
字
池
下

八
十
番
ほ
か
二
筆 

五
、
五
九
八 

六
、
六
三
七 



告

示 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
六
月
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
六
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

相 

原 

秀 

行 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

和
光
志
木
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

 
和
光
市
新
倉
一
丁
目
四
二
八
四
番
一

地
先
か
ら 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
市
新
倉
一
丁
目
四
二
九
三
番
七
地

先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

 

一
二
・
〇
一
～ 

 
 

 
 

 

一
三
・
九
六 

    
 

 

   

六
・
九
七
～ 

 
 

八
・
八
一 

 
 

  

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

一
三
九
・
〇
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
五
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

平
成
三
十
年
六
月
五
日 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

高 

橋 

浩 

行 

 



                         

第
三
号 

指

定

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

平
成
三
十
年 

 

五
月
十
一
日 

 

指

定

の

年

月

日 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
双
柳
二
百
十
八
―
一
の
一
部
、
―

十
一
の
一
部
、
―
十
四
、
二
百
十
九
―
一
の
一
部
、
―

四
の
一
部
、
―
十
三
の
一
部
、
―
十
四
の
一
部
、
―
十

五
、
―
十
六
、
―
十
七 

 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
川
寺
二
百
五
十
九
―
一
、
―
三
、

―
四
、
二
百
六
十
一
―
三
、
―
四
、
―
五
、
―
七
、
―

八
、
―
十
四
、
二
百
六
十
二
―
一
、
―
三
の
各
一
部 

 
埼
玉
県
飯
能
市
大
字
双
柳
二
百
二
十
六
―
二
の
一
部
、

―
六
の
一
部
、
―
七
の
一
部
、
―
八
、
―
九
、
―
十
、

二
百
二
十
七
―
三
、
二
百
四
十
四
―
八
、
―
九
、
二
百

五
十
一
―
一
の
一
部
、
―
四
の
一
部
、
―
五
の
一
部
、

―
六
の
一
部
、
―
七
、
二
百
五
十
二
の
一
部
、
二
百
五

十
三
―
一
の
一
部
、
二
百
五
十
四
―
二
、
二
百
五
十
五

―
二
の
一
部
、
―
四
、
二
百
五
十
八
―
四
の
一
部
、
―

九
の
一
部
及
び
二
百
二
十
六
―
六
、
―
十
、
二
百
二
十

七
―
三
、
二
百
四
十
四
―
九
、
二
百
五
十
一
―
四
の
各

先 

 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

四
十
三
・
六 

    

六
十
三
・
六 

   

百
五
十
二
・
五 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

十
六
・
○
～
十
七
・
五 

    

六
・
○ 

   

十
六
・
○
～
十
七
・
五 

 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



                         

第
三
号 

指

定

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

平
成
三
十
年 

 

五
月
十
一
日 

 

指

定

の

年

月

日 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
双
柳
二
百
六
十
四
―
二
、
二
百
六

十
六
―
三
、
二
百
六
十
七
―
一
、
―
二
、
―
三
、
二
百

六
十
八
の
各
一
部 

 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
笠
縫
八
十
八
―
四
、
―
八
、
―
十

五
、
九
十
七
―
二
、
―
二
十
、
―
二
十
一
、
九
十
八
―

九
、
―
十
の
各
一
部 

 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
笠
縫
二
百
六
十
七
―
四
十
五
、
―

四
十
九
、
―
五
十
八
、
二
百
六
十
八
―
一
、
二
百
六
十

九
―
二
、
―
四
の
各
一
部 

 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
笠
縫
九
十
四
―
二
、
九
十
六
、
九

十
七
―
十
六
、
―
十
八
、
―
十
九
、
百
六
十
七
―
一
、

―
二
、
―
三
の
各
一
部
及
び
九
十
四
―
二
、
九
十
六
、

九
十
七
―
一
、
―
十
六
、
―
十
八
、
―
十
九
、
百
六
十

七
―
一
、
―
二
、
―
三
の
各 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

四
十
三
・
四 

   

四
十
九
・
○ 

   

十
九
・
○ 

   

三
十
三
・
三 

 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

九
・
○ 

   

六
・
○ 

   

十
二
・
○ 

   

六
・
○ 

 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



     

第
三
号 

指

定

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

平
成
三
十
年 

 

五
月
十
一
日 

 

指

定

の

年

月

日 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
笠
縫
百
六
十
五
―
二
、
百
六
十
六

―
一
、
―
二
、
―
三
、
―
四
、
百
六
十
九
―
一
、
―
二
、

―
三
、
―
四
、
百
七
十
―
一
、
―
三
、
―
四
、
百
七
十

五
―
二
、
二
百
八
十
―
二
、
―
四
、
―
八
、
―
九
、
―

十
二
、
―
十
三
、
―
十
六
、
二
百
八
十
一
―
三
の
各
一

部
及
び
百
六
十
五
―
二
、
百
六
十
六
―
一
、
―
二
、
―

三
、
―
四
、
百
六
十
九
―
一
、
―
二
、
―
三
、
―
四
、

百
七
十
―
一
、
百
七
十
五
―
二
、
二
百
八
十
―
二
、
―

四
、
―
八
、
―
九
、
―
十
二
、
―
十
三
、
―
十
六
、
二

百
八
十
一
―
三
の
各
先 

 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

百
十
一
・
八 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
○ 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
六
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
二
十
五
年
六
月
十
九
日
第
六
号
で
指
定
し
た
道
路
及
び
平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
六
日

第
六
号
で
指
定
し
た
道
路
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。 

平
成
三
十
年
六
月
五
日 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

高 

橋 

浩 

行 

 



 

第
三
号 

取

消

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指
定
の
取
消
し
に 

係
る
道
路
の
種
類 

平
成
三
十
年 

 

五
月
十
一
日 

指
定
の
取
消
し
の 

年

月

日 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
笠
縫
百
六
十
六
―
一
、
―
三
、
―

四
、
百
六
十
九
―
一
、
―
二
、
―
三
、
―
四
、
百
七
十

五
―
二
、
二
百
八
十
―
二
、
―
四
、
―
八
、
―
九
、
―

十
二
、
―
十
三
、
―
十
六
、
二
百
八
十
一
―
三
の
各
一

部
及
び
百
六
十
六
―
一
、
―
三
、
―
四
、
百
六
十
九
―

一
、
―
二
、
―
三
、
―
四
、
百
七
十
五
―
二
、
二
百
八

十
―
二
、
―
四
、
―
八
、
―
九
、
―
十
二
、
―
十
三
、

―
十
六
、
二
百
八
十
一
―
三
の
各
先 

 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
笠
縫
百
七
十
―
一
、
―
三
、
―
四

の
各
一
部
及
び
百
七
十
―
一
、
百
七
十
五
―
二
の
各
先 

 

指

定

の

取

消

し

に

係

る

道

路

の

位

置 

六
十
八
・
八 

        

十
九
・
○ 

指

定

の

取

消

し

に 

係

る

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

四
・
〇
～
六
・
○ 

        

四
・
○ 

指

定

の

取

消

し

に 

係

る

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
八
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

平
成
三
十
年
六
月
五
日 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

稗 

田 

明 

弘 



 

第
一
号 

指

定

番

号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指

定

に

係

る 
道

路

の

種

類 

平
成
三
十
年
五
月

二
十
四
日 

 

指

定

の

年

月

日 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
神
保
原
町
字
西
台
百
四
十

七
番
一
、
百
四
十
三
番
八
、
百
四
十
七
番
一
地
先
道
路 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

三
十
四
・
七
七 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
〇
一 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
五
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
三
十
年
六
月
五
日 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

平 

野 
 

 

隆 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
三
十
年
五
月
一
日 

 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
九
〇
〇
一
〇
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
三
十
年
五
月
十
六
日 

 
 

越
建
セ
第
八
一
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
山
崎
三
百
七
十
七
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
春
日
部
市
南
三
丁
目
十
四
番
四
号 

ワ
コ
ー
レ
春
日
部

―
四
〇
三
号 

 
 

折

 

和
茂 



告

示 

埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
九
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
三
十
年
六
月
五
日 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 
 

 

 



１   購入等件名及び数量  

  灯油 JIS １号 68,800リットル 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

 (1)埼玉県立循環器・呼吸器病センター事務局管財担当 

  埼玉県熊谷市板井 1696 番地 

 (2)埼玉県立精神医療センター事務局管財担当 

  埼玉県北足立郡伊奈町小室 818 番地２ 

３ 落札者を決定した日 

  平成 30 年５月 22 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社齋徳商店 

  埼玉県羽生市中央４丁目２番 22 号 

５ 落札金額 

  80.892 円（１リットル当たり単価） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成 30 年４月 20 日 



告

示 

埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
十
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
三
十
年
六
月
五
日 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 

 



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立循環器・呼吸器病センター医療情報システム運用管理業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県立循環器・呼吸器病センター事務局業務部医事・経営担当 

  埼玉県熊谷市板井1696番地 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成30年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  ＪＢＣＣ株式会社 

  東京都太田区蒲田５－37－１ ニッセイアロマスクエア15階 

５ 契約金額 

  103,927,536円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１ 

 項第２号に該当 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
十
一
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
六
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

平
成
三
十
年
六
月
十
一
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

県
議
会
平
成
三
十
年
六
月
定
例
会
提
出
予
定
案
件
に
つ
い
て 

 

ロ 

埼
玉
県
障
害
児
就
学
支
援
委
員
会
委
員
の
任
免
に
つ
い
て 

 

ハ 

そ
の
他 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
十
五
号 

 
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

平
成
三
十
年
六
月
五
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

一 

日
時 

平
成
三
十
年
六
月
十
二
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

選
挙
管
理
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

 

ア 

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に

つ
い
て 

 

イ 

そ
の
他 



告

示 

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
七
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

住
民
監
査
請
求
に
係
る
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

平
成
三
十
年
六
月
五
日 

埼
玉
県
監
査
委
員 

山 

本 

光 

紀 

埼
玉
県
監
査
委
員 

佐 

野 

勝 

正 

 

  



 

1 
 

第１ 監査の請求 

 １ 請求人 

   狭 山 市  田 中 寿 夫 

 

 ２ 請求書の受付 

   平成３０年３月２８日 

 

 ３ 請求の内容（原文に沿って記載。ただし、項目番号の付け替え等を行った。） 

 （１）請求の要旨 

   ア 請求の対象者 

     埼玉県知事 上田 清司 

   イ 請求の趣旨 

     埼玉県知事上田清司は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」と    

    いう。）第１００条第１４項から第１６項までの規定に基づき、「埼玉県政務活動 

    費の交付に関する条例」（以下「政務活動費条例」という。）を定め、埼玉県議会 

    議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として埼玉県議会 

    各会派に対し、会派の請求により政務活動費を交付している。 

     また、「埼玉県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」（以下「費用 

    弁償条例」という。）に第４条で県議会議員が職務のため旅行したとき及び県議会  

    の招集に応じ旅行したとき、又は閉会中に常任委員会、議会運営委員会若しくは 

    特別委員会の招集に応じ旅行したときは、その住所地から招集地までの距離に従 

    い、次の区分により定額で、その費用を弁償すると定め、これに準じて県議会の 

    議員に対し費用弁償を交付している。 

     このうち『埼玉県自由民主党議員団』会派の一部議員及び平成２５年度途中で 

    会派に合流した『秩父彩政会』の議員が平成２５～２８年度の政務活動費の支出  

    に関し、「政務活動費条例」〔平成２５年３月１日公布〕及び「埼玉県政務活動費 

    の交付に関する規程」（以下「規程」という。）〔同〕のほか、同条例第１０条によ 

    って委任されている議長が定めた「政務活動費の運用指針」（以下「運用指針」と 

    いう。）〔平成２５年３月制定〕を逸脱し、又は関係法令や判例に照らし明らかに 

    違法、不適切な公金の支出が見受けられた。 

     また、費用弁償条例第４条第２項の費用弁償を受けながら、政務活動費でさい  

    たま市に事務所を置き宿泊して定例会等に出席し、条例最大の費用弁償を受け取 

    っている議員がいることが判明した。 

     このような状況は埼玉県知事上田清司が政務活動費及び費用弁償を交付し、議 

    会からの報告を受けながら長年適切な監査を怠り放置してきたことが原因で発生  

    したものである。 

 

     以上により指摘する下記事項につき、当該会派及び議員に対し違法・不適切に  

    支出した政務活動費の返還をさせるための必要な措置をとることを請求する。 

 

     尚、今回の請求は違法・不適切な支出に関し監査を怠った事実により議員の不  

    当利得について返還を請求するものであり、法第２４２条第２項は適用されない。 

    また今回の請求は議員の一部に過ぎず、引き続き調査完了次第さらに追加の監査 
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    請求を行う。 

 

     埼玉県知事上田清司は、埼玉県自由民主党議員団に所属する小林哲也議長、鈴  

    木弘元副議長、岩﨑宏元副議長、秩父彩政会から合流した新井豪議員に対し平成 

    ２５年度から２８年度まで同会派に支給した政務活動費の内、違法不適切に支出 

    した平成２５年度から２８年度分の違法に支出した次の金額を県に返還させよ。 

    《政務活動費》 

     １ 小林 哲也 議長につき 

       ２５年度    ３，０１９，１０９円 

       ２６年度    ２，４１２，０６２円 

       ２７年度    ２，２６８，６１０円 

       ２８年度    ２，０８０，９４５円 

         計      ９，７８０，７２６円 

     ２ 鈴木  弘 元副議長につき 

       ２５年度    ３，７９４，１２６円 

       ２６年度    ２，９９５，６９１円 

       ２７年度    ３，０４４，７３４円 

       ２８年度    ３，４９４，４４２円 

         計     １３，３２８，９９３円 

     ３ 岩﨑  宏 元副議長につき 

       ２５年度    ３，４８９，８７５円 

       ２６年度    ３，５６４，５１３円 

       ２７年度    ３，６３０，２１０円 

       ２８年度    ３，５８４，０７７円 

         計     １４，２６８，６７５円 

     ４ 新井  豪 議員につき（費用弁償を含む） 

       ２５年度    ４，２１９，５３７円 （秩父彩政会含む） 

       ２６年度    ５，３４０，９１５円 

       ２７年度    ４，７７５，３５９円 

       ２８年度    ４，９２１，９５９円 

         計     １９，２５７，７７０円 

 

    以上、埼玉県知事上田清司は埼玉県自由民主党議員団、秩父彩政会及び新井豪議   

   員に対し、交付した政務活動費、費用弁償は明らかに不当利得であるので下記金額 

   の返還請求をせよ。 

         合計   ５６，６３６，１６４円 

 

 （２）請求の理由 

   ア 小林哲也議長に対する請求の理由 

     小林は自己の所有する埼玉県熊谷市籠原南２－１８の政務事務所で就業させる   

    ことを条件に臨時職員を雇用し、虚偽と思料される勤務実績表を作成し、平成 

    ２５年度から２８年度まで計９，７８０，７２６円を政務活動費の人件費、事務 

    費、交通費等に充当し支払った。 
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     請求人の調査によると、小林の事務所は平成２８年８月頃からテナントである  

    美容室に賃貸し、政務事務所は存在していない。近隣の聞き込みを行ったところ、 

    テナントに賃貸する以前も事務所に事務員が常駐していることはなかったとの回 

    答を得ている。 

     この事実を確認するため光熱費の調査を行ったが、熊谷市の上下水道料金の領 

    収書を精査したところ、２か月間で使用水量が０㎥、１㎥と事務員が常駐したと 

    は考えられず、臨時職員の雇用は虚偽であったことが判明した。 

     また、小林議長の自宅を訪問したところ自宅敷地に事務所らしきものがあり、 

    事務所には職員の姿がなく留守を守っていた母親に質問したところ、事務所は平 

    成２８年４月ごろ引越ししたとの回答があった。（事実証明１、録音記録）小林議 

    長の広報誌「Tetsuya News July 2016.vol.26」では最下段に小林てつや県政調査 

    事務所として住所は熊谷市三ヶ尻２７０８と電話番号０４８－５３０－１２１１ 

    は小さく、ＦＡＸ番号が０４８－５３２－３１７７と大きく表示している。これ 

    は、常時職員は待機している状態ではないことを表している。（事実証明２、小林 

    議長の広報誌） 

     これにより、４年間に支出した事務費２６９，２８５円を含め違法な支出であ 

    ったといわざるを得ない。 

     費用弁償条例は、議員が定例会等に出席した場合費用弁償を支給する規定があ 

    り、費用弁償の交付は平均年間７０～８０日間であり、年間に換算すると約２０  

    ～２５％に相当する。 

     議員はこの期間、費用弁償を交付されているため政務活動費での交通費の充当  

    は認められない。当然、政務活動費を充当しているリース車の使用もこの期間は 

    制限されることになる。 

     このことからすると、政務活動費で自動車のリースが許されるのは年間の７５％ 

    であり、また、他の政治活動や私的活動にも使用されることを鑑みれば、その按  

    分は５０％未満が相当である。小林が車両のリース代を政務活動費で９０％充当 

    したことは明らかに不当利得に当たり、４０％相当は返還されなければならない。 

    当然、ガソリン代もこれに該当し、按分は５０％としなければならず、４０％は 

    返還されなければならない。 

     以上により、違法な支出に当たる頭書の金額の返還請求を求めるべきである。 

 

   イ 鈴木弘元副議長に対する請求の理由 

     鈴木は自己所有の敷地内の建物を同居の親族に譲渡し、これを政務事務所とし 

    て使用しているとして４年間で１３，３２８，９９３円を政務活動費で充当して 

    きた。 

     しかし、この４年間の電気代の使用量は１０ｋｗｈから１４ｋｗｈで、これは 

    小型冷蔵庫又はシャワートイレの消費電力に相当するに過ぎない。 

     常勤の臨時職員が２～３名雇用の支払領収書が添付され政務活動費が充当され    

    ているが雇用契約書の添付もなく、勤務実態表さえ提出されていない。 

     電話代についても、ＦＡＸ専用の請求は毎回ほぼ同額であり、固定電話は議員 

    名簿の自宅の電話番号と広報記載の政務事務所の電話番号が一致することから、 

    自宅兼用であることが認められる。（事実証明書３、議員名簿 事実証明書４ 鈴 

    木議員が発行した広報紙） 
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     以上により、事務所には臨時職員の勤務実態はなかったことが証明される。   

     また、事務所の所有者が同居の親族であることや職員の常駐しない政務事務所  

    の事務所費の充当は認められない。 

     以上により、人件費、事務所費、事務費等、１３，３２８，９９３円は鈴木が  

    違法に詐取したと思料され、頭書の金額の返還請求をすべきである。 

 

   ウ 岩﨑宏元副議長・議会選出監査委員について 

     岩﨑は親族が経営する㈱岩﨑工務店と建物賃貸借契約を締結し、鉄骨２階建の   

    内２階１号室を政務事務所と後援会活動用事務所として契約している。 

     しかし、この事務所を数回訪問したが、これまで一度も職員が在所していなか 

    ったばかりでなく、政務事務所としての看板等の表示もなかった。 

     平成２９年１１月３０日、岩﨑に事前に面会を求め、同所を訪問したところ、   

    これまで表示がなかった看板が１階事務所に固定されないまま立てかけてあった。 

     事務所の賃貸契約は２階の１号室となっており、請求人が訪問するという連絡 

    があって急遽表示したものと思料される。（事実証明書５、政務事務所看板写真） 

     当日約６０分の面談の結果、事務所には職員の常勤がなく、選挙区内の自宅勤 

    務として必要があるときに代理出席等を依頼していると岩﨑自身から回答があっ 

    たので、職員との面談を依頼したが現在もその機会が設けられていない。 

     このように事務所には全く出勤せず、自宅勤務とするもその勤務実態が確認で   

    きない職員に対し、政務活動費を充当し定額で報酬を支払うことは許されない。 

     また、常勤職員がいない上に、今回の返還請求を求めていない電話代はその番 

    号が自宅、㈱岩﨑工務店、いわさきファーム、岩﨑宏後援会事務所と共有してい 

    ることから事務所費の充当は認められない。（事実証明書６、議員名簿 事実証明 

    書７、岩﨑工務店電話番号 事実証明書８、岩﨑ファームホームページ 事実証 

    明書９、岩﨑宏後援会ホームページ） 

     さらに岩﨑自身は西秩父商工会会長も務め、現在は埼玉県監査委員の議会選出 

    監査委員も務めており、政務活動費でリース料の充当を７５％としているが、 

    ５０％以上の充当は認められない。 

     ガソリン代の充当についても勤務実態の証明がされないまま職員用としての充 

    当は認められず、除外すべきであり政務活動費における按分率は５０％充当とす  

    べきであり、勤務実態の確認されない人件費や事務所費は、按分にかかわらず充 

    当することはできないことから、頭書の金額の返還を求めるべきである。 

 

   エ 新井豪議員について 

     新井は２５年に初当選して以来、さいたま市にマンションを賃借し、政務事務 

    所を開設した。 

     しかし、政務活動運用指針で定める事務所として認めているのは看板の表示が 

    義務付けられているが、浦和事務所とされるマンションのポストは新井という表 

    示のみであり、部屋にある表示も新井事務所とあるだけであった。 

     政務事務所は県民が県議に対し要望、相談が必要な場合にいつでも訪問できる 

    ことが前提であり、その所在地や電話、ＦＡＸ等が誰にでも周知されなければな 

    らないが、新井は自分の名刺やホームページ、広報等には全く政務事務所の所在 

    や電話等の表記がなく、県議会の議員名簿にもその所在が掲載されていない。（事 



 

5 
 

    実証明書１０、議員名簿 事実証明書１１、政務活動費で発行した広報誌の写し 

    事実証明書１２、新井豪議員のホームページの写し） 

     また、浦和事務所にかかる電話代が計上されていないことから、電話やＦＡＸ  

    の利用がないと認められ、賃貸契約も居住用となっていることから宿泊のために 

    借り上げたものである。（事実証明書１３、賃貸契約書） 

     これは、政務活動費充当の基本的な要件を欠くばかりでなく、添付している事 

    務費の証拠書類から推認すると、浦和事務所の電気代、ガス代、上下水道代の支 

    払状況は他の議員が事務所として使用した際の経費額と比較すると、シャワー等 

    が使用されたと思料されるガス代及び水道代が計上され、定例会等出席には浦和 

    事務所に宿泊し、住所地秩父からの距離で費用弁償を詐取していると認められ、 

    支払った費用弁償も全額返還を求めるべきである。（事実証明書１４、新井豪議員 

    年度別費用弁償一覧・議会事務局提供） 

     また、人件費の支出においても勤務実態が認められる文書の添付もなく、定額 

    で支出されていることから、政務活動費充当の妥当性がなく、支払の証明がなさ 

    れない限り、平成２５年度から２８年度までの政務活動費の充当額である 

    １９，２５７，７７０円全額の返還請求を行うべきである。 

 

     これらの支出は法令や政務活動費条例に違反する違法な支出であり、法第２４ 

    ２条第２項の規定は適用されず複数年度の請求であっても監査請求の対象になる。 

     以上により、法第２４２条第１項の規定により別紙事実証明書を添え、必要な 

    措置を講ずることを請求する。 

 

    事実証明書 

      １ 録音記録（反訳添付） 

      ２ 小林議長の広報誌 

      ３ 議員名簿 

      ４ 鈴木議員が発行した広報紙 

      ５ 政務事務所看板 

      ６ 議員名簿 

      ７ ㈱岩﨑工務店電話番号 

      ８ 岩﨑ファームホームページ 

      ９ 岩﨑宏後援会ホームページ 

     １０ 議員名簿 

     １１ 政務活動費で発行した広報誌の写し 

     １２ 新井豪議員のホームページの写し 

     １３ 賃貸契約書 

     １４ 新井豪議員年度別費用弁償一覧（議会事務局提供） 

     １５ 政務活動費及び費用弁償返還請求一覧、議員別集計表 

     １６ 埼玉県議会政務活動費 監査請求証拠書類 

        （小林哲也、鈴木弘、岩﨑宏、新井豪①、新井豪②） 

 

 

第２ 監査委員の除斥 
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   本件請求については、法第１９９条の２の規定により、議員のうちから選任された 

  監査委員は監査手続きに加わらなかった。 

 

 

第３ 請求の要件審査 

   本件請求については、返還請求金額の誤りなど内容に不備があったことから、平成  

  ３０年４月１１日に補正を求める通知を発出したところ、同月１８日に補正書が提出 

  された。 

   補正により本件請求は法第２４２条第１項に規定する要件を具備しているものと認 

  めた。法第２４２条第２項に規定する要件については、監査の中で判断することとし 

  た。 

   なお、平成３０年４月１１日から１８日までの８日間は補正に要した日数として監 

  査期間に含めず、監査の期限を同年６月４日として監査を行った。 

 

 

第４ 監査の実施 

 １ 監査対象事項 

   請求書及び事実証明書に基づき摘示のあった支出について監査の対象事項とした。 

 

 ２ 監査対象機関 

   議会事務局 

 

 ３ 証拠の提出及び陳述 

   請求人に対して、法第２４２条第６項の規定に基づき、平成３０年５月１４日に証 

  拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、新たな証拠の提出はなく、請求人からの陳 

  述があった。 

   請求人の陳述の際、法第２４２条第７項の規定に基づき、議会事務局職員が立ち会 

  った。 

   また、同日、議会事務局職員の陳述の聴取を行った。その際、法第２４２条第７項 

  の規定に基づき、請求人が立ち会った。 

 （１）請求人の陳述の要旨 

    法第１００条第１４項の規定に従い、埼玉県は政務活動費条例を定めた。 

    この条例第２条では「会派又は会派の所属議員が県政の課題若しくは県民の意思 

   を把握し、又は県民の意見等を県政に反映させるために行う活動その他住民の福祉 

   の増進を図るために必要な活動（別表において「政務活動」という。）に要する経費 

   として同表に定めるものに充てることができるものとする。」と定めている。 

    法では、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するためと定めており、そ 

   の詳細は条例に委ねている。 

    法の趣旨からすると政務活動費は、議員の政策立案や政策提言の能力を高めるた  

   めの費用の一部として交付されているが、埼玉県の条例はそれが拡大解釈されてい 

   る。この結果埼玉県が定めた政務活動費条例は法の趣旨から大きく逸脱しており、 

   上位法である法違反でもある。 

    埼玉県では議員には一人当たり年間６００万円が会派に交付されているが、その   
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   使途を分析すると人件費や事務所費そして広報費に充当する割合が非常に高く、反 

   対に本来の政務活動費である調査研究に資する充当が極めて低い。 

    ちなみに平成２８年度埼玉県議会自由民主党議員団の政務活動費収支報告書は下 

   記のとおりである。 

    収入 

     政務活動費    ３１５，０００，０００円 

    支出 

     調査研究・政策立案活動費 

      調査研究費   １２，２７４，３８１円 

      グループ活動費 １２，９６９，０３９円 小計 ２５，２４３，４２０円 

     広報・広聴活動費 

      広聴費      ７，０６４，１４５円 

      要請・陳情等活動費   １３，１１０円 

      広報費     ９９，５１７，６３９円 小計１０６，５９４，８９４円 

     経常的経費 

      人件費     ９９，８３２，２９２円 

      事務所費    ３１，１５７，４５９円 

      事務費     ２８，３８１，９０２円 

      資料購入作成費  ７，８８８，１６６円 

      交通費     ３０，６０６，５０１円 小計１９７，８６６，３２０円 

                          合計３２９，７０４，６３４円 

 

    上記の報告書から分析すると、政務活動費の充当の合計支出額 が 

   ３２９，７０４，６３４円で、政務活動費の本来の趣旨である調査研究・政策立案  

   活動費の充当額は２５，２４３，４２０円と総体金額のわずか約７．７％である。 

   これでは議員の政策立案や政策提言の能力を高めるための費用に充当しているとは 

   言えない。 

    県民の意見を聞き、県の政策を広く県民に周知させるための広聴広報活動費を充 

   当しても合計１３１，８３８，３１４円で約４０％に過ぎない。 

    残り６０％は県民の目から見て必要不可欠なものと思えない。 

    殊に人件費と事務所費の充当額が、自民党議員団の人数で除すると一人当たり年 

   間２，４６３，０００円と政務活動費年間支給額の４４％に相当する。これでは政   

   務活動費の本来の目的に沿った使われ方ではないと言えよう。 

    今回４年間遡って監査請求を提出した４人の県議について具体的に陳述する。 

   ア 小林哲也前議長について 

     小林哲也前議長の２５年度人件費は事務員が３名ずつ年額２，５９２，０００ 

    円を政務活動費から充当している。それぞれ月間２０日間勤務となっており、事 

    務所に臨時職員は必ず常駐していることになる。 

     しかしながら、２５年度事務費で充当した上下水道料の使用量は２か月で０㎥ 

    から１㎥である。飲料用には天然水を使用していたとのことだが、同年度は５月 

    １７日に一回だけの購入であり、職員が常駐したとは考えられない。 

     ２６年度の人件費も常時３人体制で１，８８９，５５０円の賃金を政務活動費 

    で充当しているが、事務費で支払った上下水道料金のメーター表示は前年同様２ 
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    か月間で０㎥から１㎥であり、臨時職員の常駐はなかったとみられる。 

     ２７年度も同様で、勤務実態のない職員に賃金として１，８５７，４２０円を 

    政務活動費で充当したのは違法に詐取したことになる。 

     小林は、上下水道料金は基本料金の範囲内で使用しているので問題ないと主張 

    しているが、請求人は事前に熊谷市の水道局でも確認し、基本料金は２か月で 

    ２０㎥までは同額料金であり、水道の使用があればメーターは必ず動くというこ 

    とであったことから、小林の主張は受け入れられない。 

     ２８年度は事務員が２名になり年間１，５７６，６６５円を充当しているが、 

    政務事務所としている建物は美容院に賃貸している事実が判明している。 

     請求人が事務所周辺の個人宅や商店等に聞き込んだが、いずれも選挙の時以外、 

    事務員がいたのを目撃していないということが判明している。 

     このことから、事務所に勤務していない臨時職員に支払ったとした賃金を政務 

    活動費で充当したことも虚偽であったことがわかる。 

     小林は虚偽の雇用契約書や勤務実態表を作成し、政務活動費を詐取したこれら 

    の行為は刑法第２４６条第２項の詐欺利得罪に該当する。 

     人件費は個人に支払うとして支払証明はマスキングしてある。臨時職員には月 

    額１０万円を超える支払いをしているため、小林には源泉徴収の義務があるが、 

    少なくともこれらの証明書類が添付されていない。 

     先に沢田力元県議が領収書を偽造して政務活動費を詐取していたと同様のこと 

    であり、請求人は刑事告発も念頭に入れている。 

     小林が充当している交通費の車両リース及びガソリン代は、法で定める議員の 

    政策立案や政策提言の能力を高めるための費用とは言えない。 

     埼玉県議会政務活動費訴訟は高裁で逆転判決が出たが、現在最高裁に上告の手 

    続きをとっており、さらに逆転の判決が出ることも予想されるため、監査には慎 

    重を期すことを求める。 

 

   イ 鈴木弘元副議長について 

     鈴木は自宅敷地の一角にある納屋を改造し、同居の親族名義に変更して政務事 

    務所としてこれまで政務活動費を充当してきた。 

     しかし、事務費を精査した結果、政務活動費で充当している平成２５年度の事 

    務所の電気料金は、毎月１ｋｗから多い時で５ｋｗの使用量しか出ていない。 

     ２６年度以降は１０ｋｗから１７ｋｗの使用量であり、これから判断すると事 

    務所の電気料金は、小型冷蔵庫やコピー機の余熱運転程度の使用量であり、事務 

    員が常駐している事務所の使用料金ではない。 

     ２５年度は４名の臨時職員に対して交通費も含め、２，７５９，０４０円 

    を充当し、その後２６年度には１，９７６，８５０円、２７年度は 

    ２，２３２，７２０円の人件費を政務活動費で充当している。 

     しかも雇用契約書や勤務実績表も添付されていないことから補助職員としての 

    雇用契約があったとは認められず、虚偽領収書の添付で政務活動費を詐取してい 

    たものと容易に推認できる。 

     電話やＦＡＸの使用料金から見ても、ほとんどが基本料金の支払いであり、毎 

    月同額程度の支払いになっていることから、これも臨時職員の雇用は虚偽であっ 

    た証明でもある。虚偽領収書を作成し、政務活動費を詐取したことは、やはり沢 
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    田力元県議と同様であり、決して許されることではなく、請求人は刑事告発の準 

    備を行っている。 

     また、職員が常駐していない事務所賃貸は政務活動の拠点となりえず、政務活 

    動費の充当は許されない。 

     以上により鈴木はこれらの政務活動費を全額返還すべきである。 

 

   ウ 岩﨑宏元副議長について 

     岩﨑宏元副議長は平成２５年度に３名から４名の臨時職員に年間  

    ２，５６５，０００円の賃金を、また、平成２６年度から２８年度までは毎年 

    ２，７００，０００円の賃金を政務活動費で充当してきた。 

     請求人は何度か事務所を訪問したが、政務事務所とする(株)岩﨑工務店の２階 

    には政務活動事務所の看板もなく、一度も職員に出会うことはなかった。 

     平成２９年１１月３０日、事前に面会を求めて岩﨑県議と面会したところ、当 

    日は政務事務所の看板が１階に立てかけてあった。 

     (株)岩﨑工務店との契約では２階の１室としてあり、１階は政務事務所ではな 

    い。面談の結果、岩﨑は職員が常駐していないことを認めた。 

     職員は選挙区内のそれぞれの自宅勤務で必要な時に代理出席をお願いしている 

    と岩﨑は説明していたが、勤務実態を証明する資料も提出されていないことから、 

    臨時職員を雇用していたとは認められない。 

     また、職員が常勤していない事務所費の支払いは認められず、電話も自宅、(株) 

    岩﨑工務店、いわさきファーム、岩﨑宏後援会が共用しており、政務活動費の充 

    当は認められない。 

     岩﨑は埼玉県監査委員に就任しており、このような悪質な政務活動費の詐取が 

    明らかになった以上、刑事罰の対象になることから、懲戒処分の必要がある。 

     岩﨑はこれまで交通費で車両リースを行い、政務活動費で７５％の充当をして 

    いる。 

     しかし、定例会出席等県議会に公務で出席する時は費用弁償が支給されるので 

    ２５％の減額は当然と考えられ、西秩父商工会会長、埼玉県監査委員、後援会活 

    動等の移動手段にも使用しているため５０％以上の充当は認められない。 

     また、職員のガソリン代の負担も職員が常駐している形跡がなく、妻の運転す 

    る車両のガソリン代と思料され、政務活動費で充当した金額は全額返還すべきで 

    ある。 

 

   エ 新井豪議員について 

     新井豪議員は当選直後からさいたま市に政務活動費を充当し(株)レオパレス  

    ２１でマンションを賃借して事務所を開設した。 

     その後、ブルーレイレコーダーや映像モニターと称してテレビや事務所用品代、 

    ソファーやテーブル代金を政務活動費の事務費で充当し購入している。 

     その後、プリンターや扇風機を購入し、同年９月にはスカパーアンテナ、ビデ 

    オデッキの購入に政務活動費を充当している。 

     平成２７年４月にはさいたま市南区別所町のマンションに移転している。この 

    マンションは居住用であり、事務所としての利用は認められない契約となって 

    いる。 
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     マンション入口の郵便ポストは「新井」の表示だけ、事務所と称している３階   

    の表札は新井事務所の表示で何の事務所か判然としない。 

     また、政務活動事務所として利用するには電話やＦＡＸの設置が必要だが、領 

    収書等を精査すると光熱費のみが充当され、電話も設置している気配がない。 

     このことから、政務活動事務所ではなく、単に私的利用のために契約した居住 

    用のマンションであり、政務活動費の充当は事務費も含め全額が違法であるとい 

    わざるを得ない。 

     ここに生活しながら定例会等に出席して、一番遠距離の費用弁償を不正に受け 

    取っていることは公金の詐取であり、詐欺の疑いで刑事告発の可能性もある。 

     請求人は何度か新井の秩父事務所を訪問したが、「県議は、定例会等があるとき 

    は浦和事務所に泊まり、こちらの事務所には土日しか帰ってきません。奥さんも 

    一緒ですよ」と新井の叔母さんが語っていた。 

     運用指針では政務活動事務所には電話やＦＡＸの設置が義務付けられている。 

    領収書等を精査すると光熱費のみが充当され、電話も設備している気配がない。 

     浦和事務所を設置していることはホームページや名刺にも記載がなく、もちろ 

    ん政務活動費で発行する広報誌にも表記されていない。 

     また、浦和事務所の水道料金の支払いは明細書が添付されていないが、支払っ 

    た金額から推認すると他の議員が事務所で支払っている金額よりかなりオーバー 

    している。 

     電気料金やガス料金も議会への出席がない期間はほとんど基本料金であり、浦 

    和事務所は政務活動事務所ではなく、単に私的利用のために契約しているもので 

    あり、政務活動費の充当は勿論、事務費も含め全額が違法であるといわざるを得 

    ない。 

 

    以上のとおり、埼玉県議会における政務活動費の調査の結果、４人の議員だけで 

   はなく多数の議員が不正に政務活動費を詐取している疑いがあり、今後引き続き調 

   査していく予定である。 

 

 （２）議会事務局の陳述の要旨 

   ア 総論 

   （ア）政務活動費制度について 

      政務活動費は、地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し、地方議会の 

     担う役割がますます重要なものとなってきていることに鑑み、議員の調査研究 

     活動の基盤の充実・強化を図るため、会派又は議員が行う調査研究その他の活 

     動の費用への助成を法第１００条第１４項に位置付け、制度化されたものであ 

     る。 

      平成２４年９月の法改正によって、名称が政務調査費から政務活動費に改正 

     され、充当できる経費の範囲を条例で定めることとなった。 

      これに伴い、本県でも平成２５年３月、「政務活動費条例」、「規程」及び「運 

     用指針」を改正し、平成２５年度交付分から適用している。 

   （イ）政務活動費の事務処理について 

      政務活動費を充当した経費については、年度終了日の翌日から３０日以内に、   

     会派の代表者は、収支報告書と領収書等の証拠書類の写しを議長に提出するこ 
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     とが政務活動費条例により義務付けられている。 

      議会事務局では、会派から提出された証拠書類が、政務活動費条例・規程・ 

     運用指針に合致しているか書面審査を行い、書面で確認が不十分なものは、会   

     派あるいは議員に疑問点等の意見を付して再確認を行い受領している。 

      また、会派の収支に残余金が生じた場合は、返納手続を行っている。 

   （ウ）費用弁償の制度について 

      議員の費用弁償は、法第２０３条第２項で、「普通地方公共団体の議会の議員 

     は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる」と規定され、  

     費用弁償条例第４条第２項で、「県議会の招集に応じ旅行したとき、又は閉会中 

     に常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会の招集に応じ旅行したとき 

     は、その住所地から招集地までの距離に従った区分により定額で、その費用を 

     弁償する」と定め、支給している。 

      定例会において本会議や委員会に出席し議案等を審議することは、議員の職 

     務の中核をなす活動であり、議事堂に参集するための費用を支給している。 

 

   イ 請求人の主張に対する個別の案件について 

     以下、請求人の主張に対する個別の案件について、議員に聞き取り調査を行っ 

    たので、議会事務局の意見と併せて陳述する。 

   （ア）小林哲也議員 

     ａ 人件費について 

       小林哲也議員が、政務活動に従事する職員の賃金として、政務活動費条例、  

      規程、運用指針に基づき、「人件費」として支出したものである。 

       請求人は、「熊谷市籠原南２－１８の政務調査事務所が平成２８年頃からテ 

      ナントに賃貸している」、「近隣の聞き込みから事務員が駐在していない」、「上 

      下水道の領収書記載の使用量が少ない」ことなどから、職員の雇用が虚偽で 

      あると指摘している。 

       これらについて議員に確認したところ、「政務事務所は平成２８年７月に熊 

      谷市三ヶ尻２７０８に移転し、籠原の旧政務事務所は、その後テナントに賃 

      貸している」、「県政調査及び各種用務により、事務員が不在になることはあ 

      る」、「ウォーターサーバーの設置や来客用には近くのコンビニエンスストア 

      でペットボトルを購入していることから、水道水はほとんど使用していない。 

      また、冷蔵庫やガスコンロも設置していない」との回答を得た。 

       また、上下水道の領収書の使用水量の表記について、事務局が熊谷市に確 

      認したところ、「小数点以下は切り捨てて表記するため、前回の検針から１㎥ 

      以上の使用がないと０㎥と表記される」との回答を得た。 

       なお、職員の勤務実態については、政務活動費条例、規程、運用指針に基 

      づき、証拠書類として、支出証明書、雇用契約書及び勤務実績表が提出され 

      ており、確認することができる。 

       以上のことから、当該支出は、政務活動費条例、規程、運用指針に合致し  

      た適正な支出であると考える。 

     ｂ 事務費について 

       小林議員が電気料金、上下水道料金、電話料金として、政務活動費条例、 

      規程、運用指針に基づき、「事務費」として支出したものである。 
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       指摘については、人件費と重複するので、割愛する。 

     ｃ 交通費について 

       小林議員が自動車リース料、ガソリン代等として、政務活動費条例、規程、 

      運用指針に基づき、「交通費」として支出したものである。 

       請求人は、「定例会の期間は費用弁償が支給されており、政務活動費での交 

      通費の充当は認められない」、「定例会の期間を除くと政務活動費でリース車 

      の充当が許されるのは７５％で、政治活動や私的活動にも使用されることか 

      ら５０％の按分割合が相当」などと指摘している。 

       これらについて議員に確認したところ、「リース車は原則、政務活動用に使 

      用しており、政務活動としての走行距離が多くの割合を占める。９０％とい 

      う充当は、実態に基づいた按分割合である」との回答を得た。 

       使用実態に基づき按分割合を定めていることから、定例会等の日数割合か 

      ら按分割合が定められるものではない。 

       また、ガソリン代については、運用指針で、会期中に給油した分について 

      は、充当できないこととなっている。 

       以上のことから、当該支出は、政務活動費条例、規程、運用指針に合致し 

      た適正な支出であると考える。 

   （イ）鈴木弘議員 

     ａ 人件費、事務所費、事務費について 

       鈴木弘議員が、政務活動に従事する職員の賃金、政務活動のために使用す 

      る事務所等の経費として、政務活動費条例、規程、運用指針に基づき、「人件 

      費」「事務所費」「事務費」として支出したものである。 

       請求人は、「臨時職員の雇用契約書、勤務実績表が提出されていない」、「固 

      定電話は自宅の電話番号と広報誌記載の電話番号が一致することから自宅兼 

      用である」、「電気代の使用量が１０～１４ｋｗと少ない」、「自己所有の敷地 

      内の建物を親族に譲渡し、政務事務所として使用している」ことなどから、 

      違法に政務活動費が充当されていると指摘している。 

       これらについて議員に確認したところ、人件費については、「臨時職員の勤   

      務実態はあり、雇用契約書や出勤簿は整理・保管してある」。事務費について 

      は、「電話は自宅と事務所にそれぞれ設置している」、「ＦＡＸは専用回線によ 

      り自宅に設置しているが、個人的な使用はなく、ほとんどが政務活動での使 

      用である」、「事務所への電気の供給は自宅併用と事務所専用の２系統で行っ 

      ており、２系統のうち、自宅併用の系統については、自宅の電気料金と併せ 

      て支払いを行っている。政務活動費に充当しているのは照明などに使用して 

      いる事務所専用の系統のみである」。事務所費については、「当時の納屋を親 

      族に所有権移転した。親族が事務所に改築をしており、費用は全て親族の支 

      出である。建物賃貸借契約書は整理・保管してある。また、賃貸収入の確定 

      申告を親族が行っている」との回答を得た。 

       運用指針では、「配偶者、被扶養者、同居者など生計を一にする者に対する 

      支出は、実費の弁償でないとみなされるおそれがあるため慎重な対応を要す 

      る」旨を定めているが、親族が所有する事務所を賃借し、事務所として使用 

      することは禁止していない。なお、人件費・事務所費には領収書が添付され 

      ており、証拠書類として充足している。 
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       以上のことから、当該支出は、政務活動費条例、規程、運用指針に合致し   

      た適正な支出であると考える。 

   （ウ）岩﨑宏議員 

     ａ 人件費について 

       岩﨑宏議員が、政務活動に従事する職員の賃金として、政務活動費条例、 

      規程、運用指針に基づき、「人件費」として支出したものである。 

       請求人は、「親族が経営する法人と建物賃貸借契約を締結し、政務事務所と 

      後援会活動用事務所として契約している」、「事務所には職員の常勤がなく、     

      選挙区内の自宅勤務として代理出席を依頼している」、「事務所に全く勤務せ 

      ず、勤務実態が確認できない職員に定額での報酬の支払いは許されない」な 

      どと指摘している。 

       これらについて議員に確認したところ、「職員の勤務実態はあり、勤務状況 

      は随時報告を受け整理してある」との回答を得た。 

       職員の賃金については、支出証明書及び雇用契約書が添付されており、証 

      拠書類として充足している。職員の勤務場所や賃金の支給方法をどう定める 

      かについては、雇用契約上のことである。 

       運用指針では、「自らが代表者・役員等の地位にある法人に対する支出は、 

      実費の弁償でないとみなされるおそれがあるため慎重な対応を要する」旨を 

      定めているが、親族が経営する法人が所有する事務所を賃借し、事務所とし 

      て使用することは禁止していない。なお、支出証明書及び建物賃貸借契約書 

      が提出されており、証拠書類として充足している。 

       以上のことから、当該支出は、政務活動費条例、規程、運用指針に合致し 

      た適正な支出であると考える。 

     ｂ 事務所費について 

       岩﨑議員が、政務活動のために使用する事務所の賃借料として、政務活動 

      費条例、規程、運用指針に基づき、「事務所費」として支出したものである。 

       請求人は、「政務事務所としての看板等の表示がない」、「常勤職員がいない 

      上、電話番号が自宅、(株)岩﨑工務店、いわさきファーム、岩﨑宏後援会事 

      務所と共有している」ことなどから、按分にかかわらず充当することはでき 

      ないと指摘している。 

       これらについて議員に確認したところ、「事務所の看板については、訪問者 

      に分かりやすくするために、以前は同一敷地内の自宅の玄関口に設置してい 

      た」、「電話については、自宅、(株)岩﨑工務店、いわさきファーム、岩﨑宏 

      後援会事務所それぞれに電話を設置し、自宅が代表の電話番号になっており、 

      用務に応じ振り分けている。なお、当該電話料金については、政務活動費と 

      して充当していない」との回答を得た。 

       以上のことから、当該支出は、政務活動費条例、規程、運用指針に合致し 

      た適正な支出であると考える。 

     ｃ 交通費について 

       岩﨑議員が、自動車リース料、ガソリン代等として、政務活動費条例、規 

      程、運用指針に基づき、「交通費」として支出したものである。 

       請求人は、「岩﨑議員が、西秩父商工会会長、議会選出の監査委員も務めて 

      おり、自動車リース料、ガソリン代を７５％の充当としているが、５０％以 
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      上の充当は認められない」、「勤務実態の証明がされないまま職員用としてガ 

      ソリン代の充当は認められない」と指摘している。 

       これらについて議員に確認したところ、「他団体での活動実態を踏まえ、按 

      分割合を算出している。選挙区内に５つの行政区があり広域であるため、政 

      務活動におけるリース車の走行距離は必然と多くなる」との回答を得た。 

       按分割合については、他団体での活動実態を踏まえ、按分割合を算出して 

      いることから、問題ない。 

       なお、議会選出の監査委員を岩﨑議員が務めたのは平成２９年度である。 

       以上のことから、当該支出は、政務活動費条例、規程、運用指針に合致し 

      た適正な支出であると考える。 

   （エ）新井豪議員 

     ａ 人件費について 

       新井豪議員が、政務活動に従事する職員の給料として、政務活動費条例、 

      規程、運用指針に基づき、「人件費」として支出したものである。 

       請求人は、「勤務実態が認められる文書の添付がなく、定額で支出されてい 

      ることから政務活動費の妥当性がない」と指摘している。 

       これらについて議員に確認したところ、「職員の勤務実態はあり、雇用契約 

      書や出勤簿は整理・保管してある」との回答を得た。 

       なお、職員の給料については、政務活動費条例、規程、運用指針に基づき、   

      領収書が提出されており、証拠書類として充足している。 

       以上のことから、当該支出は、政務活動費条例、規程、運用指針に合致し 

      た適正な支出であると考える。   

     ｂ 事務所費、事務費について 

       新井議員が、政務活動のために使用する事務所の経費として、政務活動費 

      条例、規程、運用指針に基づき、「事務所費」「事務費」として支出したもの 

      である。 

       請求人は、「運用指針では事務所と認めるには看板表示が義務付けられて 

      いるが、マンションのポストは新井の表示、部屋の表示も新井事務所のみ」、 

      「名刺やホームページ、広報等に全く政務事務所の所在や電話の表記がなく、 

      議員名簿にも所在が記載されていない」、「浦和事務所の電話代が政務活動費 

      に計上されていないことから電話やＦＡＸがない」、「賃貸契約も居住用であ 

      り、宿泊のために借り上げたもの」、「電気代、ガス代、上下水道代の支払状 

      況から推認すると、定例会等出席には浦和事務所に宿泊していると認められ 

      る」などと指摘している。 

       これらについて議員に確認したところ、「さいたま市の政務事務所は、議会 

      に近いところで効率的に政務活動を行うため、さいたま市を拠点とした事務 

      所を開設した」、「看板については貸主から目立つ表示は控えてほしいと言わ   

      れたため、このような表示にした」、「電話やＦＡＸはＩＰ電話を使用してお 

      り、費用はインターネット回線の使用料に含まれている」、「事務所には応接 

      セットと事務職員の机のほか、ＩＰ電話等を設置している。宿泊用の家具等 

      は一切ない。打合せの前にシャワーを浴びることがある」との回答を得た。 

       また、看板の表示形態及び名刺等への表記内容については、議員の裁量に 

      よるものである。 
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       以上のことから、当該支出は、政務活動費条例、規程、運用指針に合致し 

      た適正な支出であると考える。 

     ｃ 費用弁償について 

       請求人は、「定例会等出席には浦和事務所に宿泊して住所地秩父からの距離 

      で費用弁償を詐取していると認められる」と指摘している。 

       費用弁償条例はそもそも条例に基づき、制度上、住所地から招集地までの 

      距離に応じて定額で支給しているものである。 

       また、議員に確認したところ、「事務所には応接セットと事務職員の机のほ 

      か、ＩＰ電話を設置している。宿泊用の家具等は一切ない」との回答を得た。 

       以上のことから、当該支出は、費用弁償の適正な支出であると考える。 

 

 ４ 監査対象機関の説明 

   議会事務局から前記の陳述とあわせ、書類の提出を受け調査を行うとともに、議会 

  事務局に対する監査を平成３０年５月１４日に実施し、以下の説明があった。 

 

 （１）政務活動費について 

   ア 法、政務活動費条例、規程及び運用指針の関係 

     政務活動費の制度は、議員の調査研究活動の基盤の充実・強化を図るため、会 

    派又は議員が行う調査研究その他の活動の費用への助成を法第１００条第１４項 

    に位置付け、制度化されたものである。 

     また、平成２４年９月の法改正によって、名称が政務調査費から政務活動費に 

    改正され、充当できる経費（使途基準）の範囲を条例で定めることになった。 

     これに伴い、本県でも平成２５年３月、現在の政務活動費条例、規程、運用指 

    針に改正し、平成２５年度交付分から適用している。 

   イ 運用指針の策定 

     ２４年度の法改正前、使途基準は「埼玉県県政調査費の交付に関する規程」（以 

    下「旧規程」という。）に規定していたが、平成２１年３月に旧規程を一部改正し、 

    「使途基準」を明確化した。また、各会派は議長に対し収支報告書を提出すると 

    きは、領収書などの証拠書類を提出することとし、証拠書類も原則として情報公 

    開の対象となった。県議会では県政調査費の適正な運用を図るために同年４月に   

    「県政調査費の運用指針」を制定した。 

     そして、平成２５年３月、政務活動費条例等の改正に伴い「政務活動費の適正 

    な運用を図るために各会派が参照すべき事項」として現在の運用指針を定めてい 

    る。 

   ウ 政務活動費の交付事務の流れと議会事務局の役割 

     政務活動費条例に基づき、政務活動費は、会派別に交付決定を行い、毎四半期 

    ごとに会派からの請求により支出をしている。会派は、年度終了日の翌日から起 

    算して３０日以内（翌年度４月３０日まで）に収支報告書等を議長に提出するこ 

    とになっている。議長は内容の審査後に、収支報告書の写しを知事に送付する。 

     議会事務局では、年度終了後に一年分を一度に精査することは膨大な事務量と 

    なることから、実務上は、各会派の協力を得て、四半期ごとに会派から証拠書類 

    等を提出してもらい、事前チェックを行っている。この事前チェックでは、運用 

    指針に照らし必要な書類の不備、疑義や不明な点がある場合には助言や意見を付 
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    して会派に返却している。 

     運用指針に「按分の考え方」が示され、政務活動費が政党活動や後援会活動と 

    混在する場合は、議員の活動実態に応じて会派が定めた割合により按分して充当 

    している。 

     政務活動は多岐にわたり、その使途に関する議員の裁量が一定程度認められる 

    ことから、議会事務局において、会派が定める按分割合の妥当性の確認はしてい 

    ないが、個々の書類チェックの中で、明らかに政務活動との間に合理性を欠く割 

    合を充当している場合は、会派に確認を求めている。 

     そして、年度終了後、会派から提出された証拠書類が、政務活動費条例、規程、 

    運用指針に合致しているか、必要な書類の不備や使途基準等で定めた形式要件に 

    沿っているかなど、書面審査を行い、書面で確認が不十分なものは、会派あるい  

    は議員に疑問点等の意見を付して再確認を行い受領している。 

     また、併せて会派の収支に残余金が生じた場合は、返納手続きを行っている。 

   エ 財務会計上の行為の終わった日について 

     議長が収支報告書の写しを知事に送付した後、残余金があれば調定し会派へ返 

    納通知書を発行し、出納整理期間内に納付（戻入）してもらう手続を行っており、 

    議長が収支報告書の写しを知事に送付することにより金額が確定し決算が確定す 

    る。 

     このため、各年度の財務会計上の行為の終わった日は、議長が収支報告書の写 

    しを知事に送付した日である。 

   オ 今回の政務活動費に要する経費の主な内容、議会事務局の確認事項 

   （ア）人件費 

      政務活動のために雇用する職員又は臨時職員等に要する経費である。運用指 

     針では、対象となる職員は、「政務活動を補助する業務（受付・接遇業務、書類   

     整理・集計等）に従事する者の人件費について計上すること」、「常時雇用の職 

     員及び一時雇用の臨時職員（アルバイト等）の給料等に政務活動費を充てるこ 

     とができる」としている。 

      議会事務局は、領収書、又は雇用契約書及び勤務実績表などの支出を証明す 

     る書類により雇用実態を確認している。 

   （イ）事務所費  

      会派の所属議員が政務活動のために使用する事務所の設置又は維持に要する 

     経費である。運用指針では、事務所の要件は「政務活動のため必要な事務所と 

     しての外形（看板・表示等）及び機能（事務所スペース、応接スペース、事務 

     用備品等）を有すること」とし、留意事項は「事務所の所有者が、配偶者、被 

     扶養者、同居者など生計を一にする者又は自らが代表者・役員等の地位にある 

     法人である場合は、誤解を招かぬような対応が必要である」、「賃貸借契約書等 

     の関係書類を整理保管すること」などとしている。 

      議会事務局は、領収書、又は契約書などの支出証明する書類により使用実態 

     を確認している。 

   （ウ）事務費 

      政務活動のために必要な事務に要する経費である。運用指針では、留意事項  

     は「政務活動との関連性及び有用性を有する範囲で充当することができる」、「政  

     務活動以外にも使用する場合には按分により充当すること」などとしている。 
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      議会事務局は、領収書、又は支出を証明する書類により使用実態を確認して 

     いる。 

   （エ）交通費 

      政務活動のために必要な移動等に要する経費である。運用指針では、留意事 

     項として「議員が別に費用弁償を受ける場合には政務活動費を充当できない」 

     とし、「ガソリン代は、本経費に一括計上すること。ただし、「調査研究・政策 

     立案活動費」、「広聴・広報活動費」に計上する視察において利用したレンタカ 

     ー等のガソリン代についてはそちらに計上すること」、「会期中に給油した分に 

     は計上できない」とあり、自動車の維持管理費は「自家用車及びリース車の日 

     常の維持管理費用（自動車諸税、車検費用、自賠責保険、オイル等の消耗品） 

     に充当できる」などとしている。 

      議会事務局は、領収書、又は支出を証明する書類により使用実態を確認して 

     いる。 

 

 （２）費用弁償について 

    県議会議員の費用弁償については、法第２０３条第２項に「普通地方公共団体の 

   議会の議員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる」と規定 

   され、費用弁償条例第４条第２項により、県議会の招集に応じ旅行したとき、又は 

   閉会中に常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会の招集に応じ旅行したと 

   きは、その住所地から招集地までの距離に従い、定額で支給している。 

    議会事務局では、担当職員及び会派接遇員が登庁ランプや出勤実態により確認し 

   ているほか、各種届出様式（欠席届等）や担当職員が作成する出席者名簿と突合を 

   図り、政務活動費との重複を確認している。 

 

 ５ 事実関係 

   監査対象事項について関係書類の調査及び議会事務局に対する監査により次の事項 

  を確認した。 

 

 （１）政務活動費について 

   ア 政務活動費制度について 

     法第１００条第１４項に、普通地方公共団体は条例の定めるところにより政務 

    活動費を交付でき、政務活動費を充てることができる経費の範囲等は条例で定め   

    るとし、同条第１５項は、交付を受けた会派又は議員は条例の定めるところによ 

    り収入及び支出の報告書を議長に提出するものとしている。 

     政務活動費条例は、政務活動費を充てることができる経費の範囲を定めるとと 

    もに、政務活動費は、「会派」に対して交付すると定めている。 

     また、会派からの収支報告書や領収書等の関係書類の提出を受ける権限やそれ 

    らを調査する権限は議長に与えられ、政務活動費条例に定めるもののほか政務活 

    動費に関し必要な事項は議長が定めることとし、規程及び運用指針が制定されて 

    いる。 

     運用指針では、政務活動費条例の別表に基づき会派又は会派の所属議員が政務 

    活動費を充当できる経費の主な例示、留意事項、政務活動費を充当する際の基本  

    的な原則（①社会通念上妥当な範囲内の実費に充当するものであること ②資産 
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    形成につながるものでないこと ③関係書類を整理・保管すること ④会派から 

    議員への委託手続 ⑤按分の考え方 ⑥公職選挙法等他の法令に抵触しない支出 

    に充当すること ⑦政務活動費を充当するのに適しない例）などが示されている。 

   イ 政務活動費の交付 

   （ア）充当できる政務活動費の範囲 

      政務活動費条例の別表により定められている。 

   （イ）交付対象 

      議長に届出のあった会派（所属議員が１人の場合を含む。）に対し交付する。 

   （ウ）交付額等 

      月額５０万円に会派の所属議員の数を乗じて得た額を交付する。 

      所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員数による。 

   （エ）交付決定 

      知事は、議長から会派に係る通知を受けたときは、速やかに政務活動費の交    

     付決定を行い、会派の代表者に通知しなければならない。 

   （オ）請求及び交付 

      会派の代表者は、毎四半期ごとに当該四半期に属する月数分の政務活動費を 

     請求するものとする。知事は、請求があったときは、政務活動費を交付するも 

     のとする。 

   （カ）収支報告 

      会派の代表者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書（収支報告書）を、 

     年度終了日の翌日から起算して３０日以内に議長に提出しなければならない。 

   （キ）収支報告書の写しの送付 

      議長は、提出された収支報告書の写しを、知事に送付するものとする。 

   （ク）返還 

      会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派が 

     その年度において行った政務活動費による支出の総額を控除して残余がある場 

     合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。 

   （ケ）議長の調査 

      議長は、収支報告書について必要な調査を行うなど、政務活動費の適正な運 

     用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。 

 

 （２）平成２５年度から２８年度の政務活動費交付額 

    埼玉県議会自由民主党議員団 

   ア 平成２５年度 

     政務活動費交付金額合計   ２９１，５００，０００円 

      （支出日）       （支出命令額）     （支出月の会派人数） 

     ・ 平成２５年 ４月１５日  ７２，０００，０００円     ４８人 

     ・ 平成２５年 ５月１５日   １，０００，０００円     ４９人 

     ・ 平成２５年 ６月１４日     ５００，０００円     ５０人 

     ・ 平成２５年 ７月１２日  ７３，５００，０００円     ４９人 

     ・ 平成２５年１０月１５日  ７３，５００，０００円     ４９人 

     ・ 平成２５年１０月２５日  △１，０００，０００円     ４８人 

     ・ 平成２５年１２月１５日     ５００，０００円     ４９人 
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     ・ 平成２６年 １月１５日  ７３，５００，０００円     ４９人 

     ・ 平成２６年 １月２０日  △２，０００，０００円     ４７人 

     議長への収支報告書提出日  平成２６年４月３０日 

     議長から知事へ報告書提出日 平成２６年５月２６日 

 

   イ 平成２６年度 

     政務活動費交付金額合計   ２８９，５００，０００円      

      （支出日）       （支出命令額）     （支出月の会派人数） 

     ・ 平成２６年 ４月１５日  ７２，０００，０００円     ４８人 

     ・ 平成２６年 ５月２０日    △５００，０００円     ４７人 

     ・ 平成２６年 ７月１５日  ７２，０００，０００円     ４８人 

     ・ 平成２６年１０月１５日  ７２，０００，０００円     ４８人 

     ・ 平成２６年１２月１５日     ５００，０００円     ４９人 

     ・ 平成２７年 １月１５日  ７３，５００，０００円     ４９人 

     議長への収支報告書提出日  平成２７年４月３０日 

     議長から知事へ報告書提出日 平成２７年５月２７日 

 

   ウ 平成２７年度 

     政務活動費交付金額合計   ３１６，０００，０００円      

     （支出日）       （支出命令額）     （支出月の会派人数） 

     ・ 平成２７年 ４月１５日  ２４，５００，０００円     ４９人 

     ・ 平成２７年 ５月１５日  ５３，０００，０００円     ５３人 

     ・ 平成２７年 ７月１５日  ７９，５００，０００円     ５３人 

     ・ 平成２７年１０月１５日  ７９，５００，０００円     ５３人 

     ・ 平成２８年 １月１５日  ７９，５００，０００円     ５３人 

     ※２７年度は改選期のため４月分と５・６月分に分けて交付 

     議長への収支報告書提出日  平成２８年４月２８日 

     議長から知事へ報告書提出日 平成２８年５月３１日 

 

   エ 平成２８年度 

     政務活動費交付金額合計   ３１５，０００，０００円      

     （支出日）       （支出命令額）     （支出月の会派人数） 

     ・ 平成２８年 ４月１５日  ７９，５００，０００円     ５３人 

     ・ 平成２８年 ７月１５日  ７９，５００，０００円     ５３人 

     ・ 平成２８年１０月１４日  ７８，０００，０００円     ５２人 

     ・ 平成２９年 １月１３日  ７８，０００，０００円     ５２人 

     ・ 平成２９年 １月１６日  △１，０００，０００円     ５１人 

     ・ 平成２９年 ２月１５日   １，０００，０００円     ５２人 

     議長への収支報告書提出日  平成２９年４月２８日 

     議長から知事へ報告書提出日 平成２９年５月２５日 

 

 （３）費用弁償の執行について 

   ア 新井豪議員 費用弁償支出合計額 
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     （年度）        （支出額） 

     ・ 平成２５年度      ４９９，８００円 

     ・ 平成２６年度      ６４２，６００円 

     ・ 平成２７年度      ７５４，８００円 

     ・ 平成２８年度      ６８３，４００円 

 

 

第５ 監査の結果 

   本件請求については、合議により次のとおり決定した。 

 

 １ 監査請求期間についての判断 

   住民監査請求は、法第２４２条第２項において、正当な理由がある場合を除き当該  

  行為のあった日又は終わった日から一年を経過したときは、これをすることができな 

  いとされている。 

   監査請求期間については、「監査委員が怠る事実の監査を遂げるために、当該行為が 

  財務会計法規に違反して違法か否かの判断をしなければならない関係にない場合には、 

  当該怠る事実を対象としてされた監査請求は法２４２条２項が適用されず監査請求期 

  間の制限を受けないというべき」との判決がある。（平成１４年７月２日最高裁判所判 

  決） 

   また、「政務調査費等の支出に相当する額を返還する義務（損害賠償・不当利得返還  

  義務）は議員が政務活動費等を使途基準に適合しない支出に充てたという事実によっ  

  て発生し、上記返納決定が財務会計法規違反の違法なものであることにより発生する 

  ものではない。そうすると、監査委員において上記返納決定の適否を判断する必要は 

  ないから、期間の制限を受けない」との判決がある。（平成２９年４月２５日神戸地方 

  裁判所判決、平成３０年３月２２日大阪高等裁判所判決同旨） 

   本県においても、政務調査費の返還請求事件において、上告中で確定していないが 

  不当利得返還請求権の不行使という財産の管理を怠る事実については、法第２４２条 

  第２項による一年間の期間制限は適用されないものとした判旨が示されている。（平成 

  ２９年８月３０日さいたま地方裁判所、平成３０年４月１８日東京高等裁判所判決同 

  旨） 

   本件監査請求は、知事による政務活動費の会派への交付それ自体が違法であると主 

  張しているのではなく、政務活動費の交付を受けた会派に所属する議員の使途が違法・ 

  不適切な支出であって、知事が議会からの報告を受けながら適切な監査を怠り、会派 

  に所属する議員に対する不当利得返還請求の不行使をもって、財産の管理を怠る事実 

  があると主張している。このため、本件請求については、一応、法第２４２条第２項 

  の適用はないこととして判断することにした。  

 

 ２ 監査対象事項についての判断 

   監査委員は以下の視点に立って監査を行い、請求人から摘示のあった平成２５年度 

  から平成２８年度の政務活動費及び費用弁償の支出に係る事項について判断する。 

 （１）監査の視点 

   ア 政務活動費について 

     政務活動費は、議会・会派の自主性、自律性を尊重する制度となっており、多 
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    岐にわたる個々の議員の政務活動を会派の政務活動として認めるか否か、政務活 

    動の範囲や政務活動費の使途基準に該当するかどうかの判断に当たっては、会派 

    に広範な裁量の権限が付与されており、会派自らの責任において、その適合性に 

    ついて判断され、知事が法や地方財政法に基づいて、一般的に有する財務会計上 

    の管理権が一定程度制約される仕組みとなっている。 

     最高裁判例では、「政務調査費は議会の執行機関に対する監視の機能を果たすた 

    めの政務調査活動に充てられることも多いと考えられるところ、執行機関と議会 

    ないしこれを構成する議員又は会派との抑制と均衡の理念にかんがみ、議会にお 

    いて独立性を有する団体として自主的に活動すべき会派の性質及び役割を前提と 

    して、政務調査費の適正な使用についての各会派の自立性を促すとともに、政務  

    調査活動に対する執行機関や他の会派からの干渉を防止しようとするところにあ 

    る」とし、「政務調査費条例及び政務調査費規程の定め並びにそれらの趣旨に照ら 

    すと、政務調査費条例は、政務調査費の支出に使途制限違反があることが収支報 

    告書等の記載から明らかにうかがわれるような場合を除き、監査委員を含め区の 

    執行機関が、実際に行われた政務調査活動の具体的な目的や内容等に立ち入って 

    その使途制限適合性を審査することを予定していないと解される」としている。 

    （平成２１年１２月１７日最高裁判所判決） 

     そして、「いかなる手段方法によりいかなる調査研究活動を行うかは、原則とし 

    て、県政に関する諸事情等に対応した議員の裁量的判断に委ねられているものと 

    解するのが相当であり、個々の支出が上記使途基準に照らし必要性又は合理性を 

    欠くなど、その裁量権を逸脱又は濫用した場合に限り、違法となるというべきで 

    ある」としている。（平成２１年３月２６日大阪高等裁判所判決） 

     使途基準の確認については、裁判例に「議員が整理保管を義務付けられている 

    領収書等の資料に照らし、社会通念上市政に関する調査研究に資する適正な支出 

    と認めることができない支出は、使途基準に合致しない違法な支出というべきで 

    ある。 

     また、議員が政務調査活動に必要な費用として支出したことにつき、それを裏 

    付ける資料がなく、議員においてこれを積極的に補足する説明もしないような場 

    合には、当該議員は、当該支出が使途基準に合致しない違法な支出とされること 

    を甘受せざるを得ないというべきである」との判断が示されている。（平成１９年 

    ４月２６日仙台高等裁判所判決） 

     ただし、最高裁判例で「政務調査費は議会による市の執行機関に対する監視等  

    の機能を果たすための調査研究活動に充てられることも多いと考えられるところ、 

    会派による個々の政務調査費の支出について、その具体的な金額、支出先等を逐 

    一公にしなければならないとなると、当該支出に係る調査研究活動の目的、内容 

    等が推知され、その会派及び所属議員の活動に対する執行機関や他の会派等から 

    の干渉を受けるおそれを生ずるなど、調査研究活動の自由が妨げられ、議員の調 

    査研究活動の基盤の充実という制度の趣旨、目的を損なうことにもなりかねない 

    ことから、政務調査費の収支に関する議長への報告の内容等を上記（概括的な記 

    載）の程度にとどめることにより、会派及び議員の調査研究活動に対する執行機 

    関や他の会派等からの干渉を防止しようとするところにあると解される」とし、 

    「本件規則（名古屋市会政務調査費の交付に関する規則）が会派の経理責任者に 

    （中略）領収書等の証拠書の整理及びこれらの書類の保管を義務付けているのは 
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    政務調査費の適正な使用についての各会派の自立を促すとともに、各会派の代表 

    者らが議長等による事情聴取に対し確実な証拠に基づいてその説明責任を果たす 

    ことができるようにその基礎資料を整えておくことを求めたものであり、議長等 

    の会派外部の者による調査等の際にこれらの書類を提出させることを予定したも 

    のではないと解するのが相当である。そうすると、これらの規定上、（中略）領収 

    書等の証拠書類は、専ら各会派の内部にとどめて利用する文書であることが予定 

    されているものというべきである」（平成２２年４月１２日最高裁判所判決）とさ 

    れていることに留意する必要がある。 

     また、本県の政務活動費の按分割合については、運用指針の「政務活動費を充 

    当する際の基本的な原則」及び「留意事項等」に示されている。按分の考え方は 

    「政務活動費は政務活動のみに充当できる。政党活動や後援会活動等と混在する 

    場合は、議員の活動実態に応じて会派が定めた割合により按分して充当すること 

    ができる」としている。 

     按分割合については、議員の活動実態に応じて会派が定めた割合により按分す 

    ることができるとし、具体的な按分割合については会派に委ねられている。 

     先の本県の政務活動費に係る返還請求控訴事件では、上告中で確定していない 

    ものの「本件各指針（運用指針等）が、会派が当該会派に属する個々の議員に対 

    しその活動実態に応じて適切な按分割合を定めることを委任することまで禁じて 

    いるとは解されない。（もちろん、そのように解したとしても、個々の議員が自 

    分に都合のよい定め方をしてよいということになるものではなく、仮にそのよう 

    な定め方をしていると認められれば、それは是正されるべきである。）」とし、「い 

    ずれにしても、会派や支部が実態に反して都合のよい按分割合を定めているとい 

    うことまではいえないのであって、定められた按分割合自体が直ちに違法である 

    ということはできない」との判旨が示されている。（平成３０年４月１８日東京高 

    等裁判所判決） 

   イ 費用弁償について 

     費用弁償については条例で定額と定め、費用弁償における議会の裁量について 

    は、最高裁判例に「法第２０３条の費用弁償については、あらかじめ費用弁償の 

    支給事由を定め、それに該当するときには、実際に費消した額の多寡にかかわら 

    ず、標準的な実費である一定の額を支給することとする取扱いをすることも許さ 

    れると解すべきであり、そしてこの場合、いかなる事由を費用弁償の支給事由と 

    して定めるか、また、標準的な実費である一定の額をいくらとするかについては、 

    費用弁償に関する条例を定める当該普通地方公共団体の議会の裁量判断に委ねら 

    れていると解するのが相当である」と示されている。（平成２年１２月２１日最高 

    裁判所判決） 

 

    以上のことから、監査を行うに当たっての視点を次のとおりとした。 

   ① 議会・会派の自主性、自律性を尊重した上で、政務活動費に充てることができ 

    る経費の範囲からの逸脱の有無を確認する。 

   ② その確認に当たっては、政務活動費条例、規程及び運用指針を基準とし、運用 

    の取扱いについては議会事務局に対する調査や監査を通じて確認する。 

   ③ 政務活動費条例、規程及び運用指針で定める政務活動費を充てることができる 

    経費及び費用弁償の範囲を明らかに逸脱すると認めるものについては、必要な措 
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    置を講ずべきことを勧告する。 

 

 （２）判断 

   ア 埼玉県自由民主党議員団の小林哲也議員 

   （ア）人件費・事務費 

      請求人は、「熊谷市籠原南２－１８の政務調査事務所が平成２８年頃からテナ 

     ントに賃貸している」、「近隣の聞き込みから事務員が駐在していない」、「上下 

     水道の領収書記載の使用量が少ない」などから、職員の雇用が虚偽であると主 

     張している。 

      これに対し、議会事務局が議員に確認したところ、「政務事務所は平成２８年 

     ７月に熊谷市三ヶ尻２７０８に移転し、籠原の旧政務事務所は、その後テナン   

     トに賃貸している」、「県政調査及び各種用務により、事務員が不在になること 

     はある」、「ウォーターサーバーの設置や来客用には近くのコンビニエンススト 

     アでペットボトルを購入していることから、水道水はほとんど使用していない。 

     また、冷蔵庫やガスコンロも設置していない」との説明があった。 

      また、議会事務局が熊谷市に上下水道の領収書の使用水量の表記について確 

     認したところ、「小数点以下は切り捨てて表記するため、前回の検針から１㎥以 

     上の使用がないと０㎥と表記される」との回答があったことの説明があった。 

      これらを踏まえて次のように判断した。 

      人件費の支出については、運用指針に基づき、議員から支出証明書、雇用契 

     約書及び勤務実績表が証拠書類として提出されている。議会事務局はこれらの 

     証拠書類により勤務実態を確認していることから、当該人件費の支出について、 

     運用指針への抵触は認められず、請求人の指摘は当を得ていない。 

      また、事務費の支出についても、運用指針に基づき、議員から証拠書類とし 

     て領収書が提出されている。議会事務局はこれらの証拠書類を確認しているこ 

     とから、当該事務費の支出については、運用指針への抵触は認められず、請求 

     人の指摘は当を得ていない。 

      なお、事務所の実態について、請求人からは陳述及び証拠書類の提出、議会 

     事務局からは陳述がそれぞれあったが、事務所の実態と人件費及び事務費の支 

     出との因果関係まで確実に確認できる陳述及び証拠書類の提出まで至っていな 

     い。 

      そして、それに至らずとも、人件費及び事務費の支出については前述のとお 

     り運用指針に抵触するとは認められないものであるので、念のため申し添える。 

   （イ）交通費 

      請求人は、「定例会の期間は費用弁償が支給されており、政務活動費での交通 

     費の充当は認められない」、「定例会の期間を除くと政務活動費でリース車の充 

     当が許される割合は７５％で、政治活動や私的活動にも使用されることから  

     ５０％の按分割合が相当」、「当然ガソリン代もこれに該当し、按分は５０％と 

     しなければならず、４０％は返還されなければならない」と主張している。 

      これに対し、議会事務局が議員に確認したところ、「リース車は原則、政務活 

     動用に使用しており、政務活動としての走行距離が多くの割合を占める。９０％ 

     という充当は、実態に基づいた按分割合である」との説明があった。 

      議会事務局からは、使用実態に基づき按分割合を定めており、定例会等の日 
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     数割合から按分割合を定めるものではないこと。ガソリン代については、運用 

     指針で、会期中に給油した分については、充当できないこととなっているとの 

     説明があった。 

      これらを踏まえて次のように判断した。 

      交通費の支出については、運用指針に基づき、議員から証拠書類として領収 

     書又は支出を証明する書類が提出されており、議会事務局はこれらの証拠書類 

     を確認している。 

      また、按分割合は、運用指針により各会派に委ねられている。議員が、交通 

     費（自動車リース料やガソリン代等）の９０％に政務活動費を充当しているが、 

     最近の裁判でも、上告中で確定していないものの、会派が当該会派に属する個々 

     の議員に対しその活動実態に応じて適切な按分割合を定めることを委任するこ 

     とまで禁じているとは解されず、定められた按分割合自体が直ちに違法である 

     ということはできないとの判旨が示されている。 

      これらにより、当該交通費の支出については、運用指針への抵触は認められ 

     ず、請求人の指摘は当を得ていない。 

 

   イ 埼玉県自由民主党議員団の鈴木弘議員 

   （ア）人件費・事務所費・事務費 

      請求人は、「臨時職員の雇用契約書、勤務実績表が提出されていない」、「固定 

     電話は自宅の電話番号と広報紙記載の電話番号が一致することから自宅兼用で 

     ある」、「電気代の使用量が１０～１４ｋｗと少ない」、「自己所有の敷地内の建 

     物を親族に譲渡し、政務事務所として使用している」ことから、違法に政務活     

     動費が詐取されていると主張している。 

      これに対し、議会事務局が議員に確認したところ、まず人件費については、 

     「臨時職員の勤務実態はあり、雇用契約書や出勤簿を整理・保管してある」、事 

     務費については、「電話は自宅と事務所にそれぞれ設置している。ＦＡＸは専用 

     回線により自宅に設置しているが、個人的な使用はなく、ほとんどが政務活動 

     での使用である」、「事務所への電気の供給は自宅併用と事務所専用の２系統で 

     行っており、２系統のうち、自宅併用の系統については、自宅の電気料金と併 

     せて支払いを行っている。政務活動費に充当しているのは照明などに使用して 

     いる事務所専用の系統のみである」、事務所費については、「当時の納屋を親族 

     に所有権を移転した。親族が事務所に改築をしており、費用は全て親族の支出 

     である。建物賃貸借契約書は整理・保管してある。また、賃貸収入の確定申告 

     を親族が行っている」との説明があった。 

      議会事務局からは、運用指針では、「配偶者、被扶養者、同居者など生計を一 

     にする者に対する支出は、実費の弁償でないとみなされるおそれがあるため慎 

     重な対応を要する」旨を定めているが、親族が所有する事務所を賃借し、事務 

     所として使用することは禁止していない。人件費・事務所費等には領収書が添 

     付されており、証拠書類として充足しているとの説明があった。 

      これらを踏まえて次のように判断した。 

      人件費、事務所費及び事務費の支出については、運用指針に基づき、領収書 

     が証拠書類として提出されている。議会事務局はこれらの証拠書類により、臨 

     時職員の勤務実態、事務所及び事務費の使用実態を確認していることから、当  
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     該人件費、事務所費及び事務費の支出について、運用指針への抵触は認められ 

     ず、請求人の指摘は当を得ていない。 

 

   ウ 埼玉県自由民主党議員団の岩﨑宏議員 

   （ア）人件費 

      請求人は、政務事務所と後援会活動用事務所に関連して「事務所には職員の 

     常勤がなく、選挙区内の自宅勤務として代理出席を依頼している」、「事務所に 

     全く勤務せず、勤務実態が確認できない職員に定額での報酬の支払いは許され 

     ない」と主張している。 

      これに対し、議会事務局が議員に確認したところ、「職員の勤務実態はあり、 

     勤務状況は随時報告を受け整理してある」との回答を得たとの説明があった。 

      議会事務局からは、職員の賃金については、支出証明書及び雇用契約書が添 

     付されており、証拠書類として充足している。職員の勤務場所や賃金の支給方 

     法をどう定めるかについては、雇用契約上のことであるとの説明があった。 

      これらを踏まえて次のように判断した。 

      人件費の支出については、運用指針に基づき、議員から支出証明書、雇用契 

     約書が証拠書類として提出されている。議会事務局はこれらの証拠書類により、 

     勤務実態を確認していることから、当該人件費の支出について、運用指針への 

     抵触は認められず、請求人の指摘は当を得ていない。 

   （イ）事務所費 

      請求人は、「親族が経営する法人と建物賃貸借契約を締結し、政務事務所と後 

     援会活動用事務所として契約している」、「政務事務所としての看板等の表示が 

     ない。常勤職員がいない上、電話番号が自宅、(株)岩﨑工務店、いわさきファ 

     ーム、岩﨑宏後援会事務所と共有している」ことなどから、按分にかかわらず 

     充当することはできないと主張している。 

      これに対し、議会事務局からは、運用指針では、「自らが代表者・役員等の地 

     位にある法人に対する支出は、実費の弁償でないとみなされるおそれがあるた 

     め慎重な対応を要する」旨を定めているが、親族が経営する法人が所有する事 

     務所を賃借し、事務所として使用することは禁止されていない。支出証明書及 

     び建物賃貸借契約書が提出されており、証拠書類として充足しているとの説明 

     があった。 

      また、議会事務局が議員に確認したところ、「事務所の看板については、訪問 

     者に分かりやすくするために、以前は同一敷地内の自宅の玄関口に設置してい 

     た」、「電話については、自宅、(株)岩﨑工務店、いわさきファーム、岩﨑宏後 

     援会事務所それぞれに電話を設置し、自宅が代表の電話番号になっており、用 

     務に応じ振り分けている。なお、当該電話料金については、政務活動費として 

     充当していない」との説明があった。 

      これらを踏まえて次のように判断した。 

      事務所費の支出については、運用指針に基づき、議員から支出証明書、建物 

     賃貸借契約書が証拠書類として提出されている。議会事務局はこれらの証拠書 

     類により、使用実態を確認していることから、当該事務所費の支出について、 

     運用指針への抵触は認められず、請求人の指摘は当を得ていない。 

   （ウ）交通費 
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      請求人は、岩﨑議員が、「西秩父商工会会長、議会選出の監査委員も務めてお 

     り、自動車リース料、ガソリン代を７５％の充当としているが、５０％以上の 

     充当は認められない」、「勤務実態の証明がされないまま職員用としてガソリン 

     代の充当は認められない」と主張している。 

      これに対し、議会事務局が議員に確認したところ、「他団体での活動実態を踏 

     まえ、按分割合を算出している。選挙区内に５つの行政区があり広域であるた 

     め、政務活動におけるリース車の走行距離は必然と多くなる」との説明があっ 

     た。 

      議会事務局からは、按分割合について、他団体での活動実態を踏まえ、按分 

     割合を算出していることから問題はない。なお、議会選出の監査委員を務めた 

     のは平成２９年度であるとの説明があった。 

      これらを踏まえて次のように判断した。 

      交通費の支出については、運用指針に基づき、議員から証拠書類として領収 

     書又は支出を証明する書類が提出されており、議会事務局はこれらの証拠書類 

     を確認している。 

      また、按分割合は、運用指針により各会派に委ねられている。議員が、交通 

     費（自動車リース料やガソリン代等）の７５％に政務活動費を充当しているが、 

     最近の裁判でも、上告中で確定していないものの、会派が当該会派に属する個々 

     の議員に対しその活動実態に応じて適切な按分割合を定めることを委任するこ 

     とまで禁じているとは解されず、定められた按分割合自体が直ちに違法である 

     ということはできないとの判旨が示されている。 

      これらにより、当該交通費の支出については、運用指針への抵触は認められ 

     ず、請求人の指摘は当を得ていない。 

 

   エ 自由民主党議員団の新井豪議員 

   （ア）人件費 

      請求人は、「勤務実態が認められる文書の添付がなく、定額で支出されている 

     ことから政務活動費の妥当性がない」と人件費の全額返還を主張している。 

      これに対し、議会事務局が議員に確認したところ、「職員の勤務実態はあり、 

     雇用契約書や出勤簿は整理・保管してある」との説明があった。 

      また、議会事務局からは、職員の給料については、領収書が提出されており、 

     証拠書類として充足しているとの説明があった。 

      これらを踏まえて次のように判断した。 

      人件費の支出については、運用指針に基づき、議員から領収書が証拠書類と 

     して提出されている。議会事務局はこれらの証拠書類により、勤務実態を確認 

     していることから、当該人件費の支出について、運用指針への抵触は認められ 

     ず、請求人の指摘は当を得ていない。 

   （イ）事務所費・事務費 

      請求人は、「運用指針では事務所と認めるには看板表示が義務付けられている 

     が、マンションのポストは新井の表示、部屋の表示も新井事務所のみ」、「名刺 

     やホームページ、広報等に全く政務事務所の所在や電話の表記がなく、議員名 

     簿にも所在が記載されていない」、「浦和事務所の電話代が政務活動費に計上さ 

     れていないことから電話やＦＡＸがない」、「賃貸契約も居住用であり、宿泊の 
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     ために借り上げたもの」、「電気代、ガス代、上下水道代の支払状況から推認す 

     ると、定例会等出席には浦和事務所に宿泊していると認められる」などから、 

     事務所費の全額返還を求めるべきと主張している。 

      これに対し、議会事務局が議員に確認したところ、「さいたま市の政務事務所 

     は、議会に近いところで効率的に政務活動を行うため、さいたま市を拠点とし 

     た事務所を開設した」、「看板については貸主から目立つ表示は控えてほしいと 

     言われたため、このような表示にした」、「電話やＦＡＸはＩＰ電話を使用して 

     おり、費用はインターネット回線の使用料に含まれている」、「事務所には応接 

     セットと事務職員の机のほか、ＩＰ電話等を設置している。宿泊用の家具等は 

     一切ない。打合せの前にシャワーを浴びることがある」との説明があった。  

      また、議会事務局からは看板の表示形態及び名刺等への表記内容については、 

     議員の裁量によるものであるとの説明があった。 

      これらを踏まえて次のように判断した。 

      事務所費及び事務費の支出については、運用指針に基づき、領収書や支出を 

     証明する書類が提出されている。議会事務局はこれらの証拠書類を確認してい 

     る。議会事務局はこれらの証拠書類により、事務所や事務費の使用実態を確認 

     していることから、当該事務所費及び事務費の支出について、運用指針への抵 

     触は認められず、請求人の指摘は当を得ていない。 

   （ウ）費用弁償 

      請求人は、「定例会等出席には浦和事務所に宿泊して住所地秩父からの距離で 

     費用弁償を詐取していると認められ、支払った費用弁償も全額返還を求めるべ 

     き」と主張する。 

      議会事務局からは、費用弁償条例に基づき、住所地から招集地までの距離に 

     応じて定額で支給しているとの説明があった。 

      最高裁判例でも法２０３条で規定する議員の費用弁償について、費用弁償の 

     支給事由を定めることや、実際に費消した額の多寡にかかわらず定額とするこ 

     とも、費用弁償条例を定める当該普通地方公共団体の議会の裁量判断に委ねら 

     れていると示されている。 

      これらを踏まえると、当該費用弁償の支出について、請求人の指摘は当を得 

     ていない。 

 

 （３）結論 

    以上のとおり、平成２５年度から平成２８年度の政務活動費及び費用弁償の支出 

   に係る請求事項について、政務活動費及び費用弁償を充てることができる経費の範 

   囲を明らかに逸脱するものは認められない。 

    よって、議員に不当利得が生じているものとは言えず、請求人の主張には理由が 

   ないものと判断し、本件請求は棄却する。 
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資料１ 政務活動費及び費用弁償返還請求一覧（事実証明書１５より抜粋） 

 

資料２ 埼玉県政務活動費の交付に関する条例 別表（第二条関係） 

 

資料３ 政務活動費の運用指針 平成２５年３月 埼玉県議会（抜粋） 
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資料１ 政務活動費及び費用弁償返還請求一覧（事実証明書１５より抜粋） 
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資料２ 埼玉県政務活動費の交付に関する条例 別表（第二条関係） 

 

 

 

政務活動に要する経費 

 

分類 経費 内容 

調査研究・政

策立案活動

費 

 

調査研究費 政務活動として行われる調査研究（他の者に委託して行わせ

るものを含む。）、視察、研修等の活動又は会派の所属議員（会

派又は会派の所属議員が雇用する職員を含む。）の政務活動

に資する研修等への参加に要する経費 

グループ活動

費 

政務活動として行われる議員連盟の活動への参加、会派会議

（会派の内部又は他の会派との間で行われるものをいう。以

下この表において同じ。）等の開催又は会派会議等への出席

に要する経費 

広聴・広報活

動費 

 

広聴費 政務活動として行われる各種団体等との意見交換、各種団体

等が開催する会議、式典等への参加、行政関係者からの意見

聴取、県民からの要望の聴取、アンケート調査等の活動又は

政務活動として受ける県民からの相談に要する経費 

要請・陳情等活

動費 

政務活動として行われる国等への要請又は陳情、住民相談会

等の活動に要する経費 

 広報費 政務活動として行われる広報紙等又はインターネットによる

情報発信、県政報告会、街頭広報等の活動に要する経費 

経常的経費 

 

人件費 政務活動のために雇用する職員又は臨時職員等に要する経費 

事務所費 会派の所属議員が政務活動のために使用する事務所の設置又

は維持に要する経費 

 

 

事務費 政務活動のために必要な事務に要する経費 

資料購入・作成

費 

政務活動のために必要な資料の購入、作成又は利用に要する

経費 

 交通費 政務活動のために必要な移動等に要する経費 
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資料３ 政務活動費の運用指針 平成２５年３月 埼玉県議会（抜粋） 
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